
朝
鮮
の
姓

―
―
出
来
と
南

北
の
現
実
を
中
心
に
―
―

は
し
が
き

一
、
出
来

二
、

現
実

１
、

大
韓
民
国

２
、

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

む
す
びは

し
が
き

姓
が
な
が
い
期
間
に
わ
た

っ
て
朝
鮮
の
家
族
法
上
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
事
実
は
、

筆
者
が
い
ま
さ
ら
こ
こ
で
喋
々

哺
々
と
説
明
を
繰
り
返
す
必
要
す
ら
な
い
だ
ろ
う
。

朝
鮮
の
姓

（李
）

ど

ヨ

ン
丙

こ
の

「
姓
」
と
い
う
漢
文
字
は
、

女
字
と
生
字
の
合
成
表
意
文
字

で
あ
り
、

説
文
の
解
説
に
し
た
が
う
限
り
、

女

（母
）
を
源
泉
と
す

る
出
自
血
統
標
識
を
意
味
す
る
。

現
に
、

古
い
時
代
の
中
国
の
姓
に

は
女
偏
に
し
た
が

っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

当
時
の

天
子
た
ち
が
母
の
姓
に
し
た
が

っ
た
と
い
う
伝
説
的
↑
↓
記
録
も
あ

り
、
さ
ら
に
歴
史
的
記
述
と
し
て
も
北
周
の
建
徳
六

（五
七
七
）
年

に
母

（系
）
同
姓
婚
を
禁
止
し
た
詔
勅
記
録
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。

し
か
し
、

い
ま
、

わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、

い
う
ま

で
も
な
く
父
系
血
統
標
識
と
し
て
の
姓
で
あ
る
。

と
は
い
え
、

中
国
に
お
け
る
姓
氏
の
起
源
や
発
達
に
つ
い
て
は
、

先
学
に
よ
っ
て
数
多
く
の
論
稿
が
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、

李
リ

深
ス
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こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

さ
ら
に
、

古
代
朝
鮮
の
姓
氏
制
に
つ
い
て
も
、

新
羅
の
骨
品
制
度

（身
分
制
）
が
血
縁
に
よ
る
も
の
だ
と
推
量
さ
れ
て

い
る
夕
」
こ
ろ
か

ら
Ｆ
そ
れ
を
通
じ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
幾
つ
か
な
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
、

本
稿
は
、

朝
鮮
の
、

漢
文
字
で
中
国
式
に
表
記
さ
れ
た

姓

（以
下
―
―
姓
氏
ま
た
は
姓

・
本
）
の
出
来
と
南

・
北
朝
鮮
の
現

実
を

（
考

婆
す
る
。

古
代
朝
鮮
９
姓
氏
の
史
的
発
展
過
程
よ
り
も
、

現

実
の
そ
れ
を
よ
り
究
明
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、

そ
れ
も
主
と
し
て
三
国
史
記
新
羅
本
紀
の
記
述
に
基
づ
い

て
説
き
は
じ
め
る
。

そ
れ
は
、
一新
羅
が
三
国
統

一
を
成
し
遂
げ

（六

六
八
年
）
て
か
ら
も
な
ば
三
世
紀
間
続
き
、

そ
れ
に
続
ぐ
高
麗
が
こ

の
新
羅
の
歴
史
的
発
展
を
ふ
ま
え
て
統

一
国
家
と
し
て
五
世
紀
間
近

く
続
き
、
さ
ら
に
李
氏
朝
鮮
が
科
田
法
を
制
定
し

（
一
三
九

一
年
）

て
嗣
判
高
麗
の
回
制
を
改
革
し
な
が
ら
も

「
儀
章
法
制
、　

一
依
前
朝

故
事
」
（儀
章
法
制
は
、　

一
年
可
朝
―
高
麗
―

の
故
事

に
依

る
）
を

国
是
と
し
て
五
世
紀
間
以
上
も
、

い
わ
ゆ
る
韓
日
併
合

（
一
九

一
〇

年
）
ま
で
続
い
た
か
ら
、

現
代
の
朝
鮮
に
は
新
羅
の
習
俗
が
質

・
量

と
も
に
最
も
よ
く
伝
承
し
た
―
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

註（
１
）

「
於
文
、

女
生
為
姓
、

故
姓
之
字
多
従
女
」
翁
通
志
』
第
二
十
五
、

氏
族
略
一
、

氏
族
序
）
。

滋
賀
秀
三

『中
国
家
族
法
の
原
理
』
第

一
章
第

一
節

「
規
族
に
つ
い

イ止

（創
文
社
、　

一
九
六
七
年
）
、

島
田
正
郎

『
東
洋
法
史
』
第

王
早
一
一
「
家
族
法
と
親
族
法
」
（明

弘
社
、　

一
九
七
〇
年
）
、

な
ど
。

（
７
）

井
上
秀
雄

「
古
代
朝
鮮
の
姓
氏
」
翁
歴
史
公
論
』
通
巻
五
八
号
、

一
九
八
〇
年
）

一
〇
四
頁
以
下
　
参
照
。

な
お
、

朝
鮮
の
姓
氏
の
出
来
や
発
達
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

つ
ぎ

の
文
献
資
料
が
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

宮
崎
道
三
郎

「
姓
氏
雑
考
」
翁
法
学
揚
会
雑
誌
』
第
二
三
巻
第
二
号
、

一
九
〇
五
年
　
所
収
）
、

小
田
幹
治
郎

「
朝
鮮
人
の
姓
に
つ
い
て
」
翁
朝
鮮
』
第
六
六
号
、　

一

九
二
〇
年
　
所
収
）
、

今
西
竜

「
新
羅
骨
品
制
」
令
史
林
』
第
七
巻
第

一
号
、　

一
九
二
二
年

所
収
）
、

浅
見
倫
太
郎

『
朝
鮮
法
制
史
稿
』
第

一
章

「
姓
族
」
（巌
松
堂
書
店

一
九
二
二
年
）
、

稲
葉
岩
吉

「
朝
鮮
の
姓
の
出
来
」
翁
東
亜
経
済
研
究
』
第
八
巻
第

一

号
、　

一
九
二
四
年
　
所
収
）
、

都
守
泰

一
「
朝
鮮
人
の
婚
姻
と
姓
族
」
島
社
会
学
雑
誌
』
第
二
六
号
、

一
九
二
六
年
　
所
収
）
、

三
品
彰
英

「
新
羅
の
姓
氏
に
つ
い
て
」
翁
史
林
』
第

一
五
巻
第
四
号
、

一
九
二
〇
年
　
所
収
）
、

自
南
雲

『
朝
鮮
社
会
経
済
史
』
第

一
篇
第
六
章

「姓
氏
制
」
（改
造
社
、

一
九
二
三
年
）
、

朝
鮮
総
督
府
編

『
朝
鮮
の
姓
』
曇

九
二
四
年
）
、

善
生
永
功

「
朝
鮮
に
お
け
る
姓
の
種
類
」
翁
朝
鮮
』
第
二
二
九
号
、

朝
鮮
の
姓

（李
）

（
２
）

「
姓
人
所
生
也
」
翁
説
文
解
字
』
巻
十
二
　
下
）
。

（３
）

同
上
　
参
照
。

（
４
）

「
古
之
神
聖
、

母
感
天
而
生
子
、

故
称
天
子
従
女
」
（同
上
）
。

（
５
）

『
九
朝
律
考
』
巻
七
、

後
周
律
考

「
禁
婁
母
同
姓
為
妻
妾
条
」
。

（６
）

中
国
に
お
け
る
姓
氏
の
起
源
や
発
達
理
解
の
た
め
に
は
、

つ
ぎ
の

文
献
資
料
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

広
池
千
九
郎

『支
那
法
制
史
論
』
第

一
巻
第
八
章

「
姓
氏
論
」
（有

斐
閣
、　

一
九

一
五
年
）
、

松
本
信
広

「
支
那
古
代
姓
氏

の
研
究
」
翁
三
田
評
論
』
、　

一
九
二

一

年
　
所
収
）
、

日
崎
仁
義

『
王
道
天
下
の
研
究
』
第
二
編

「
王
道
天
下
の
社
会
組
織

た
る
氏
及
び
姓
の
研
究
」
（内
外
出
版
、　

一
九
二
六
年
）
、

諸
橋
轍
次

『
支
那

の
家
族
制
』
の

「
姓
氏
篇
」
（大
修
舘
書
店
、　

一

九
三

一
年
）
、

西
山
栄
久

「
支
那
古
姓
の
研
究
」
翁
山
口
高
等
商
業
学
校
改
称
三
十

年
記
念
論
文
集
』
、　

一
九
三
五
年
　
所
収
）
、

加
藤
常
賢

『支
那
古
代
家
族
制
度
の
研
究
』
上
編

「
古
代
家
族
制
度

の
形
態
的
研
究
」
含
石
波
書
店
、　

一
九
四
〇
年
）
、

清
水
盛
光

『
支
那
家
族
の
構
造
』
前
篇

「
親
族
と
家
族
」
Ｇ
石
波
書

店
、　

一
九
四
二
年
）
、

仁
井
田
陸

『
支
那
身
分
法
史
』
第
一
一章

「
宗
族
法
」
（座
右
宝
刊
行

会
、　

一
九
四
二
年
）
、

牧
野
巽

『支
那
家
族
研
究
』
の

「
漢
代
の
姓
氏
と
親
系
」
（生
活
社
、

一
九
四
四
年
）
、

大
山
彦

一
『中
国
人
の
家
族
制
度
の
研
究
』
第
三
章

「
族
制
」
（関

書
院
、　

一
九
五
二
年
）
、

一
九
二
四
年
　
所
収
）
、

金
斗
憲

「
朝
鮮
族
譜
の
研
究
」
翁
朝
鮮
』
二
七
四
―
五
号
、　

〓
空
二

八
年
　
所
収
）
、

朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
編

『朝
鮮
の
姓
名
氏
族
に
関
す
る
研
究
調
査
』

（
一
九
二
九
年
）
、

辛
兌
鉱

「
朝
鮮
姓
氏
の
起
源
」
翁
朝
鮮
』
第
二
九
七
号
、　

一
九
四
〇

年
　
所
収
）
、

池
内
宏

一
新
羅
の
骨
品
制
と
工
統
」
翁
東
洋
学
報
』
第
二
八
巻
第
二

号
、　

一
九
四
〇
年
　
所
収
）
、

末
松
保
和

『
新
羅
史
の
詰
問
題
』
の

「
新
羅
三
代
考
」
（洋
文
庫
、

一
九
四
〇
年
）
、

黄
義
敦

「
朝
鮮
姓
氏
の
起
源
と
発
達
」
翁
朝
鮮
日
報
』

一
九
四
三
年

一
一
月

一
四
―
六
日
版
、

所
収
）
、

武
田
幸
男

「
新
羅
の
骨
品
制
社
会
」
翁
歴
史
学
研
究
』
第
二
九
九
号
、

一
九
六
五
年
　
所
収
）
、

井
上
秀
雄

「新
羅
朴
氏
王
系
の
成
立
」
翁
朝
鮮
学
報
』
第
四
七
韓
、

一
九
六
八
年
　
所
収
）
、

拙
稿

「韓
国
民
法
上
の
姓
と
本
」
翁
親
和
』
第

一
九
七
号
、　

一
九
七

〇
年
　
所
収
）
、

井
上
秀
雄

「新
羅
の
骨
品
制
度
」
翁
歴
史
学
評
調
』
第
三
〇
四
号
、

一
九
七
五
年
　
所
収
）
、

武
田
幸
男

「
新
羅
骨
品
制
の
再
検
討
」
（東
京
大
学

『
東
洋
文
化
研

究
所
紀
要
』
第
六
七
冊
、　

一
九
七
五
年
　
所
収
）
、

拙
稿

「
朝
鮮
の

『
同
姓
不
婚
』
制
」
の

「
一
、

朝
鮮
の
姓
」
曾
円
梨

公
之
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
発
起
大
会
編
『婚
姻
法
の
研
究
　
上
』

有
斐
閣
、　

一
九
七
六
年
　
所
収
）
、
な
ど
。
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（
８
）

し
ば
し
ば
、

現
在
の
、

朝
鮮
の
姓
が

「姓
氏
」
と
指
称
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
氏
が
元
来
「
所
以
有
氏
者
何
、

所
以
貴
功
徳
賤
伎
力
、

或
氏
其
官
、

或
氏
其
事
、

聞
・其
氏
即
可
知
其

（徳
ご

（『白
虎
通
』
巻
三
、

姓
氏
条
、

二
二
葉
）
と
さ
れ
、
ま
た
現

在
の
日
本
の
氏
が

「
個
人
の
同

一
性
を
あ
ら
わ
す
記
号
」
（石
川
利
夫

『
家
族
法
講
義
　
上
』
東
京
、　

一
九
六
七
年
、

二
四
頁
）
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

漢
文
字
で
中
国
式
に
表
記
さ
れ
た
、

伝
来
当
初

の
朝
鮮
の
姓
を

「
王
族
や
貴
族
階
級
の
多
く
が
使
用
し
は
じ
め
た
只
申

爽
銅

「
韓
国
姓
氏
の
概
説
十
‐
―
『韓
国
姓
氏
大
観
』
ツ
ウ
ル
、　

一
九
七

一
年
、

二
四
頁
）
。
こ
の
伝
来
当
時
の
姓
氏
と
は
観
念
的
に
内
容

の
異

な
る
、

単
な
る
父
系
血
統
標
識
と
し
て
の
、

現
代
の
姓
を
、

果
た
し
て

「
姓
氏
」
な
ど
と
指
称
す
る
こ
と
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、

現

在
の
韓
国
で
は
、

氏
を
、
日
本
の

「
様

（さ
ん
ご

く
ら
い
の
尊
称
と

し
て
使
用
し
て
い
る
。

（
９
）

旗
題
魏
　
他
編

『
朝
鮮
の
歴
史
』
各
一省
堂
、　

一
九
七
四
年
）
八

八
頁
。

（
１０
）

『
太
祖
実
録
』
巻
第

一
、

元
年
七
月
丁
未
条
。

百
赫
靴
祖
温
昨
王
、

英
性
系
与
高
句
麗
同
出
扶
鉄
、

故
以
扶
餘

為
氏
、

な
ど
と
伝
え
、

ま
た
、

儒
理
尼
師
今
九

（三
二
）
年
春
、

改
六
部
之
名
、

物
賜
姓
、

楊

山
部
為
梁
部
姓
李
、

高
墟
部
為
沙
梁
部
姓
樫
、

大
樹
部
為
漸
梁

部
姓
孫
、

子
珍
部
為
本
彼
部
姓
鄭
、

加
利
部
為
漢
蔽
部
姓
斐
、

明
活
部
為
習
比
部
姓
離
、

朱
蒙
賜
、

再
思
姓
克
氏
、

武
骨
仲
室
氏
、

黙
居
少
室
氏
、
と
、

さ
ら
に
、

三
国
遺
事
は
、

篤
洛
国
居
登
王
、

父
首
露
王
、

母
許
王
后
、

姓
金
氏
、

と
も
伝
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、

新
羅
の
創
生
期
に
は
朴
氏

・
昔
氏

，
金
氏
の
三
姓
が
交

互
に
王
位
に
つ
き
、

第
三
代
儒
理
尼
師
今

（二
四
十
五
六
年
）
代
に

は
六
部
に
李

・
桂

・
孫

・
鄭

・
斐

・
離
の
各
姓
を
賜
わ
り
、

高
句
麗

の
始
祖
東
明
王

（紀
元
前
三
七
十
二
〇
年
）
は
高
氏
で
、

そ
の
東
明

Ｅ
は
臣
下
の
、

再
思
に
克
氏
を
、

武
骨

に
中
室

氏
を
、

黙
居

に
少

室
氏
を
そ
れ
ぞ
れ
賜
わ
り
、

ま
た
百
済
の
始
祖
温
稚
王

（紀
元
前

一

人
―
紀
元
二
七
年
）
は
扶
餘
氏
で
、
さ
ら
に
篤
洛
国
の
始
祖
首
露
王

（四
二
年
十
）
は
金
氏
だ
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

新
羅
に
よ
る
三
国
統

一

（六
六
八
年
）
以
前
の
、

六
世

紀
中
棄
に
建
立
さ
れ
た
、
ソ
ウ
ル
の
北
漢
山
、

慶
尚
南
道
の
昌
寧
、

成
鏡
南
道
の
黄
草
嶺
な
ら
び
に
利
原
郡
の
磨
雲
嶺
に
残

っ
て
い
る
、

朝
鮮
の
姓

（李
）

一
、

由
来

周
知
の
よ
う
に
、

古
い
時
代
の
朝
鮮
の
三
国
は
、

三
国
史
記
の
記

述
に
し
た
が
う
限
り
、

新
羅

（記
元
前
五
七
年
十
）
、

高
句
麗

（同

三
七
年
―
）
、

百
済

（同

一
八
年
―
）
の
順
に
建

国
し
た
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、

中
国
と
国
境
を
接
し
、

そ
の
文
物
の
導
入
が

便
宜
で
経
済
力
が
豊
富
で
あ

っ
た
高
句
麗
が
ま
ず
盛
え
、

そ
の
余
光

が
南
下
し
て
（同
じ
世
系
か
ら
派
生
し
た
と
さ
れ
る
）
百
済
に
及
び
、

最
後
に
新
羅
に
い
た

っ
た
と
見
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

本
稿
の
主
題
で
あ
る
姓
氏
制
度
の
導
入
も
、

高
旬
麗
、

百
済
、

新
羅

の
順
に
行
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、

三
国
史
記
は
、

新
羅
始
祖
姓
朴
氏
、

講
赫
居
世
、

前
漢
孝
宣
帝
五
鳳
元

（紀
元

前
五
七
）
年
甲
子
四
月
丙
辰
即
位
、

脱
解
尼
師
今
立
、

姓
昔
、

味
郷
尼
師
今
立
、

姓
金
、

母
朴
氏
、

葛
文
王
伊
柴
之
女
、

妃
苦

氏
光
明
夫
人
助
貫
王
之
女
、

高
句
麗
始
祖
東
明
聖
王
、

姓
高
氏
、

講
朱
蒙
、

第
二
四
代
真
興
王

（五
四
〇
十
五
七
五
年
）
の
巡
狩
管
境
碑
に
は
、

現
代
の
よ
う
に
、

漢
文
字
で
中
国
式
に
表
記
さ
れ
た
姓
氏
を
冠
し
た

人
名
が
ま

っ
た
く
見
あ
た
ら
な
い
。

ま
た
、

中
国
の
正
史
に
も
、

高
句
麗
は
第
二
①
代
長
寿
王

（四

一

三
十
四
九

一
年
）
か
ら
高
氏
に
、

新
羅
は
真
興
王
か
ら
金
氏
に
、

そ

（
し

又
百
済
は
第
二
七
代
威
徳
王

（五
五
四
―
五
九
七
年
）
か
ら
扶

餘
氏
に
な

っ
て
お
り
、
さ
ら
に
日
本
書
記
に
も
、

七
世
紀
中
棄
に
姓

績
セ
冠
し
た
新
羅
人
名

「
上
臣
阿
食
金
春
秋
」
が
は
じ
め
て
登
場
し

た
の
で
あ

っ
た
。

ち
な
み
に
、
こ
の
真
興
王
の
先
代
、

つ
ま
ヶ
第
二

確弾雛郭徳款判苅護助半ド彬華謹暇「の庁榊趣的取鵡醜し「輸

い
る
。

と
こ
ろ
で
、

伝
説
時
代
は
し
ば
ら
く
お
き
、

第

一
七
代
奈
勿
尼
師

今

（三
五
六
十
四
〇

一
年
）
代
か
ら
第
二
九
代
太
宗
武
烈
王

（六
五

四
―
六
六
〇
年
）
代
に
い
た
る
三
世
紀
間
の
、

王
や
王
妃
外
の
、

姓

氏
を
冠
し
た
新
羅
人
名
を
、

三
国
史
記
新
羅
本
紀
は
、

第
二
三
代
法
興
三
十
九

（五
三
二
）
年
、

金
官
国
主

（篤
洛
国

王
）
金
仇
亥
、

与
妃
及
三
子
、

長
日
奴
宗
、

仲
日
武
徳
、

季
日

武
力
、

以
国
補
宝
物
来
降
、

第
二
七
代
善
徳
王
十

一

（六
四
二
）
年
冬
、

乃
遣
伊
食
金
春
秋

於
高
句
麗
以
請
師
、

同
、

王
命
大
将
軍
金
庚
信
、

領
死
土

一
万
人
、

越
之
、）
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と
伝
え
て
い
る
。

ま
ず
、

記
事
中
の
金
仇
亥
は
篤
洛
国
の
始
祖
首
露
王
の
九
世
孫
で

金
庚
信
の
普
祖
父
に
あ
た
る
。

そ
の
首
露
王
の
妃
は
、

「
阿
輸
施
国

（イ
ン
ド
の

一
国
）
の
公
主
で
あ
り
、

姓
は
許
氏
で
、

名
は
黄
玉
」
で

あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

西
南
方
面
か
ら
の
渡
来
者

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
子
孫
で
あ
る
金
仇
亥
が
来
降
し
て
か
ら

一
世
紀
以
上
も
過
ぎ
て
新
羅
工
室
の
金
春
秋
が
漢
文
字
で
中
国
式
に

表
記
さ
れ
た
姓
氏
を
使
用
し
は
じ
め
た
の
だ
。

た
と
え
、

神
話
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
篤
洛
国
の
王
妃
許
黄
玉
に
ま
つ
あ
る
説
話
が

物
理
的
事
実
に
対
す
る
信
憑
性
を
い
さ
さ
か
で
も
と
も
な
う
も
の
と

す
れ
ば
、

そ
の
妃
は
姓
氏
制
の
す
で
に
現
存
し
て
い
る
地
域
か
ら
の

渡
来
者
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、

な
お
進
ん
で
妃
が
首
露
王
に
姓
氏

の
使
用
を
進
言
し
た
と
も
容
易
に
想
像
で
き
、
さ
ら
に
唐
文
化
に
憧

憬
し
て
や
ま
な
か
っ
た
当
時
期
の
新
羅
王
室
が
そ
れ
を
看
過
す
る
は

ず
も
な
か
つ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、

記
事
中
の
金
春
秋
は
、

第
二
五
代
真
智
王
の

孫
で
、

第
二
六
代
真
平
王
の
外
孫
で
も
あ
り
、

新
羅
に
よ
る
三
国
統

一
の
基
礎
を
築
い
た
太
宗
武
烈
王
に
な

っ
た
人
で
、

六
四
七
年
に
は

日
本
に
遣
わ
さ
れ
、

翌
六
四
八
年
に
は
全
盛
期
の
唐
に
も
派
遣
さ
れ

た
。そ

れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
首
露
王
は
金
海
金
氏
の
始
祖
で
あ
り
、

新
羅
王
室
は
慶
州
金
氏
の
始
祖
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
始

信
、

王
京
人
、

十
二
世
祖
首
露
（第
二
九
代
武
烈
王
代
）
、

金
散
運
、

奈
密

（奈
勿
）
王
八
世
孫
也

（同
上
）
、

と
、

す
な
わ
ち
、

七
名
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、

い
か
に
烈
女
で

あ

っ
た
と
は
い
え
、

女
子
の
名
に
出
生
地
名
や
父
兄
の
名
を
冠
し
て

指
称
す
る
こ
と
を

一
般
習
俗
と
し
た
時
代
の
、

「
離
氏
女
」
の
そ
れ

を
た
だ
ち
に
姓
氏
の
顕
現
だ
と
速
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

他
の
六
名
は
す
べ
て
新
羅
王
室
や
篤
洛
王
室
の
後
蕎
で
あ
る
。
し
か

も
、

三
国
遺
事
で
は
、

朴
堤
上
が
金
堤
上
に
、

異
斯
夫
が
朴
伊
宗
に
、

ま
た
日
本
書
記
で
は
、
こ
の
異
斯
夫
が
伊
叱
夫
礼
智
千
岐

（
一
本
云
、

伊
叱
夫
礼
智
奈
末
）
に
、

居
栄
夫
が
久
遅
布
礼

（
一
本
云
、

久
礼
繭

師
子
奈
師
麻
里
）
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、

い
う
ま
で

も
な
く
、

当
時
の
、

新
羅
の
漢
文
字
で
表
記
し
た
中
国
式
姓
氏
制
が

い
ま
だ
に
確
立
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

当
時
期
の
新
羅
は
、

国
号
を
定
め

（五
〇
三
年
）
、
州

・
郡

・
県

制
を
整
備
し
て
軍
主
を
お
き

（五
〇
五
年
）
、

京
都

（慶
州
）
に
東

市
を
開
設
し

（五
〇
九
年
）
、

子
山
国

（欝
陵
島
》
を
帰
服
さ
せ
（五

一
二
年
）
、

律
令
を
公
布
し

（五
二
〇
年
）
、

仏
教
を
公
認
し

（五
二

八
年
）
、

金
官
国

（篤
洛
国
）
を
統
合
し

（五
三
二
年
）
、

は
じ
め
て

年
号
を

「
建
元
」
と
定
め

（五
三
六
年
）
、

大
憧
十
停
を

お
き

（五

四
四
年
）
、

国
史
を
修
撰
し

（五
四
五
年
）
、

花
郎
制
度
を
整
備
す
る

（五
七
六
年
）
な
ど
、

国
民
の
土
気
を
鼓
舞
し
な
が
ら
、

（同
族
の
隣

朝
鮮
の
姓

（李
）

祖
や
中
祖
の
発
祥
地
名
を
、

す
な
わ
ち
本
買

（郷
貫

・
族
貫

・
郷

・

籍

・
本
）
を
姓
に
冠
し
て
族

（宗
）
の
同
異
を
峻
別
し
た
の
で
あ

っ

た
。
と
も
に
金
姓
だ
け
で
は
都
合
が
悪
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

朝
鮮
の
姓
は
、

そ
の
内
部
に
お
け
る
自
然
発
生
的

な
所
産
で
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

中
国
か
ら
の
、

そ
の
導
入
期

か
ら
す
で
に
著
姓
偏
重
の
傾
向
が
甚
だ
し
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
本
貫

を
姓
に
冠
し
な
け
れ
ば
族
の
同
異
を
ま

っ
た
く
判
別
で
き
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、

「
姓

中
本
」
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
同
姓
族

で
あ

る
事
実

を
表
示
で
き
た
の
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
、

当
時
の
、

中
国

へ
の
遣
唐
使
に
つ
い
て
、

新
羅
本
紀
は
、

第
二
人
代
真
徳
王
二

（六
四
人
）
年
、

遺
伊
演
金
奉
秋
及
其
子

文
王
朝
貢
、

同
五
年
、

遺
波
珍
食
金
仁
門
入
唐
朝
貢
、

と
記
述
し
た
が
、

い
う
ま
で
も
な
く
、

彼
ら
は
す
べ
て
王
族
で
あ
る
。

ま
た
、

三
国
史
記
列
伝
も
、
こ
の
時
期
の
姓
を
冠
し
た
新
羅
人
名
を
、

朴
堤
上

（或
云
毛
未
）
、

始
祖
赫
居
世
之
後
、

婆
沙
尼
師
今
五

世
孫

（第

一
八
代
実
聖
尼
師
今
代
）
、

異
斯
夫

（或
云
苔
宗
）
、

姓
金
氏
、

奈
勿
王
四
世
孫
（第
二
二
代

智
証
麻
立
千
代
）
、

居
柴
夫

（或
云
荒
宗
）
、

姓
金
氏
、

奈
勿
王
五
世
孫
（第
二
四
代

真
興
王
代
）
、

離
氏
女
、

栗
里
民
家
之
女
子
也
（第
二
六
代
真
平
王
代
）
、

金
庚

国
）
高
句
麗
が
隋

（五
八

一
―
六

一
八
年
）
の
文
帝
や
腸
帝
の
度
重

な
る
執
拗
な
大
侵
略
軍
勢
を
撃
破
し
て
滅
亡
さ
せ
た

（六

一
八
年
）

事
実
に
恐
怖
を
抱
き
、

対
隋
戦
争
の
た
め
に
疲
弊
し
た
機
に
乗
じ
、

隋
の
滅
亡
後
に
建
国
し
た
唐
と
結
託
し
て
高
句
麗
や
百
済
を
数
撃
す

る
国
策
を
と

っ
て
い
た
。

唐
の
左
武
衛
大
将
軍
蘇
定
方
が

一
三
万
の
大
軍
を
率
き
連
れ
、

（新

羅
と
連
合
し
て
百
済
に
侵
攻
し
た
の
は
六
六
〇
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ
の
軍
兵
の

一
部
が
朝
鮮
半
島
に
残

っ
て
住
み
つ
い
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
ま
た
、

新
羅
が
、

高
句
麗
嗣
子
安
勝
に
金
姓
を
賜
わ

り
、

蘇
判

（官
名
）
に
任
じ
、

邸
宅
と
良
田
を
与
え
て
京
都
に
住
ま

わ
せ
た
の
は
六
八
三
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

七
世
紀
後
半
か
ら

一
〇
世
紀
に
い
た
る
、

新
羅
人
名

に
つ
い
て
、

三
国
史
記
新
羅
本
紀
が
、

第
二
九
代
武
烈
王
二

（六
五
五
）
年
春
正
月
、

拝
伊
食
金
剛
為

上
大
等
、

第
二
五
代
景
徳
王
十
四

（七
五
五
）
年
秋
七
月
、

以
伊
浪
金
善

為
侍
中
、

（
Ｓｌ
》

第
四

一
代
憲
徳
王
九

（八

一
七
）
年
、

以
伊
浪
金
忠
恭
為
侍
中
、

と
、

つ
ま
り
姓
氏
を
冠
し
た
人
名
を
伝
え
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
同
紀
は
、

武
烈
王
二
年
三
月
、

性
元
為
伊
槙
、

第
三
二
代
孝
昭
王
五

（六
九
六
）
年
春
正
月
、
伊
食
憧
元
為
中

―- 6  -―
- 7 -



史
苑

（第
四
三
巻
第

一
号
）

侍
、

諄
と
八
代
元
聖
王
六

往
毛
九
〇
）
年
春
正
月
、

以
宗
基
為
侍

中
、

憲
徳
王
二
年
春
正
月
、

以
波
珍
食
亮
宗
為
侍
中
、

な
ど
と
、

す
な
わ
ち
、

姓
氏
を
冠
し
な
い
人
名
を
は
る
か
に
数
多
く

伝
え
て
い
る
。

ま
た
、

当
時
期
の
、

新
羅
の
遣
唐
使
に
つ
い
て
も
、

同
紀
に
は
、

第
三

一
代
神
文
王
六

（六
八
六
）
年
二
月
、

遣
使
入
唐
、

諄
十二
ハ
代
恵
恭
三
十

（七
七
四
）
年
夏
四
月
、

遣
使
如
唐
朝

一貝
、

第
四

一
代
憲
徳
三
七

（八

一
五
）
年
春
正
月
、

遣
使
朝
唐
、

な
ど
と
、

そ
の
名
も
ま

っ
た
く
あ
げ
て
い
な
い
記
事
の
あ
る
こ
と
も

事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

名
を
あ
げ
た
人
名
に
は
、

ほ
と
ん
ど
つ

ぎ
の
よ
う
に
姓
氏
を
と
も
に
記
録
し
て
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

第
革
三
代
聖
徳
三
二

（七
〇
三
）
年
春
正
月
、

遣
阿
食
金
思
譲

朝
唐
、

議
と
四
代
孝
成
王
二

（七
三
八
）
年
三
月
、

遺
金
元
玄
入
店
賀

正
、

恵
恭
王
八
年
春
正
月
、

遣
伊
演
金
標
石
朝
唐
賀
正
、

憲
徳
王
元
年
秋
八
月
、

遣
伊
食
金
昌
南
等
入
唐
、

な
ど
と
記
し
た
の
で
あ

っ
た
ｏ

さ
ら
に
、

当
時
期
の
留
学
生
や
交
易
に
従
事
し
た
人
名
に
つ
い
て

も
、

同
紀
や
列
伝
は
、

憲
徳
三
十
七

（八
二
五
）
年
夏
五
月
、

入
唐
先
在
学
生
窪
利
貞
、

鵬麹券午謝搾撃癖端諏嬢篠徳法新赴朝金允夫、金立之、

樫
致
遠

（八
五
七
年
十
）
入
唐
求
学
、

張
保
皐

（？
十
八
四
六
年
、

羅
紀
作
弓
福
▼

鄭
年

（年
或
作

連
）
、

皆
新
羅
人
、

二
人
如
唐
、

為
武
寧
軍
小
将

（興
徳
王

代
）
、

と
、

す
べ
て
姓
氏
を
冠
し
て
記
述
し
た
の
で
あ

っ
た
。

要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
記
事
内
容
や
歴
史
的
事
実
か
ら
推
し
て
、

王
国
史
記
に
見
え
る
、

六
世
紀
前
の
朝
鮮
の
姓
称
は
、

お
そ
ら
く
、

す
べ
て
後
代
め
、

中
国
の
文
物
を
摂
取
し
た
以
降
の
措
定
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

少
な
く
と
も
新
羅
に
関
す
る
限
り
、

姓
が
現
在
の
よ

う
に
漢
文
字
で
中
国
式
に
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

い
く

ら
早
く
実
現
し
た
と
し
て
も
六
世
紀
中
葉
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、

新
羅
に
お
い
て
は
、
こ
の
漢
文
字
で
中
国
式
に
表
記
さ

れ
た
姓
氏
を
、

王
族
や
貴
族
か
ら
使
用
し
は
じ
め
、

そ
れ
も
王
室
の

場
合
は
と
も
か
く
、

貴
族
の
場
合
は
使
臣
や
留
学
生
と
し
て
中
国
と

往
来
し
た
者
か
ら
使
用
し
は
じ
め
、　

一
般
の
官
員
や
庶
民
が
こ
と
ご

と
く
使
用
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

お
そ
ら
く
、

そ
の
姓

氏
を
、

新
羅
王
室
が
独
占
的
に
使
用
し
た
か
、　

一
般
民
衆
が
使
用
す

る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

（生
産
力

の
発
達

に
と
も
な
う
）
歴
史
時
代

の
発
展
は
、

そ
の
新
羅
王
室

に
よ
る
、
こ
の
姓
氏
の
独
占
的
使
用
態
勢
を
い
つ
ま

で
も
ゆ
る
し
て
は
お
か
な
か

っ
た
。

註（
１
）

『
三
国
史
記
』
巻
第

一
、

新
羅
本
紀
第

一
始
祖
赫
居
世
居
西
千
条
、

同
上
巻
第

一
三
、

高
句
麗
本
紀
第

一
、

始
祖
東
明
聖
王
条
、
同
上
巻

第
二
三
、

百
済
本
紀
第

一
、

始
祖
温
昨
王
条
。

（
２
）

同
上
巻
第
二
三
、

百
済
本
紀
第

一
、

始
祖
温
昨
王
条
。

（
３
）

桂
南
善

『
朝
鮮
正
史
』
（京
城
、　

一
九
二

一
年
）
六
頁
以
下
。

（
４
）

『
三
国
史
記
』
巻
第

一
、新

羅
本
紀
第

一
、

始
祖
赫
居
世
居
西
干
条
。

（
５
）

同
上
、

脱
解
尼
師
今
条

（
６
）

同
上
巻
第
二
、

新
羅
本
紀
第
二
、

味
郷
尼
師
今
条
。

（
７
）

同
上
巻
第

一
三
、

高
句
麗
本
紀
第

一
、

始
祖
東
明
聖
王
条
。

（
８
）

同
上
巻
第
二
三
、

百
済
本
紀
第

一
、

始
祖
温
酢
王
条
。

（
９
）

同
上
巻
第

一
、

新
羅
木
紀
第

一
、

儒
理
尼
師
今
条
。

し
か
し
、
軍
一国
遺
事
』
で
は
、
こ
の
沙
梁
部
が
鄭
氏

に
、
ま
た
本

彼
部
が
樫
氏
に
な
っ
て
い
る

（同
巻
第

一
、

紀
異
第

一
、

新
羅
始
祖
赫

居
世
王
条
）
。

（
１０
）

同
上
巻
第

一
三
、

高
旬
．麗

本
紀
第

一
、

始
祖
東
明
王
条
。

（
１１
）

『
三
国
史
記
』
巻
第
二
、

紀
異
第
二
、

鴛
洛
国
記
条
。

（
・２
）

樫
南
善

「
新
羅
真
興
王
の
在
来
三
碑
と
新
出
現

の
磨
雲
嶺
碑
」

翁
青
丘
学
叢
』
第
二
号
、

京
城
、

一
九
二
〇
年
　
所
収
と
ハ
九
頁
以
下
。

（
・３
）

『南
斉
書
』
東
南
夷
伝
、

東
夷
高

（句
）
麗
国
条
。

（
・４
）

『
北
斉
書
』
本
紀
、

世
祖
武
成
皇
市
　
河
清
四

（四
六
五
）
年
条
。

（
・５
）

『
隋
書
』
帝
紀
、

高
祖
文
帝
紀
　
開
皇
元

（五
八

一
）
年
条
。

朝
鮮
の
姓

（李
）

（
・６
）

『
日
本
書
記
』
巻
第
二
五
、

孝
徳
天
皇
紀
　
大
化
三

（六
四
七
）

年
条
。

（
・７
）

『
梁
書
』
諸
夷
伝
、

新
羅
　
並
目
通
二

（五
二
十
）
年
条
。

ち
な
み
に
、
こ
の
法
興
王
を
、
ま
た
冊
封
元
亀
か
ら
所
引
の
三
国
史

記
は
ち
姓
募
名
泰
」
と
記
述
し
て
あ
る

（同
巻
第
四
、

新
羅
本
紀
第

四
、

法
興
王
条
）
。

（
‐８
）

『
日
本
書
記
』
巻
第

一
七
、

継
体
天
皇
二
三

（五
二
九
）
年
条
。

（・９
）

『
三
国
史
記
』
巻
第
四
、

新
羅
本
紀
第
四
、

法
興
王

一
九
年
条
。

（２０
）

同
上
、

新
羅
本
紀
第
五
、

善
徳
王

一
一
年
条
。

（
２‐
）

同
上
。

（２２
）

『
三
国
遺
事
』
巻
第
二
、

紀
異
第
二
、

鴛
洛
国
記
条
。

（
２３
）

『
三
国
史
記
』
巻
第
五
、

新
羅
本
紀
第
五
、

真
徳
王
二
年
条
。

（
２４
）

同
上
五
年
条
。

（
２５
）

同
上
巻
第
四
五
、

列
伝
第
五
、

朴
堤
上
条
。

（２６
）

同
上
巻
第
四
四
、

列
伝
第
四
、

異
斯
夫
条
。

（
２７
）

同
上
、

居
梁
夫
条
。

（
２８
）

同
上
巻
第
四
八
、

列
伝
第
八
、

律
氏
女
条
。

（
２９
）

同
上
巻
第
四

一
、

列
伝
第

一
、

金
戻
信
条
。

（３０
）

同
上
巻
第
四
七
、

列
伝
第
七
、

金
散
運
条
。

（３．
）

当
時
期
の
史
書
は
、

「
王
幸
捺
己
郡
、

郡
人
波
路
有
女
子
、

名
日

碧
花
」
（同
上
巻
第
二
、

新
羅
本
紀
第
二
、

昭
知
麻
立
子
―
ｌ
ｔ
四
七

九
十
四
九
九
年
―
―
条
）
と
、
ま
た
、

「
武
烈
王

（六
五
四
十
六
六

〇
年
）
妃
訓
帝
夫
人

・
論
文
明
王
后
、

庚
信
之
妹
」
翁
三
国
追
事
』

王
暦
第

一
条
）
と
、
さ
ら
に
、
「孝
女
知
恩
、

韓
岐
部
百
姓
連
権
之

女
子
也
」
翁
三
国
史
記
』
巻
第
四
人
、

列
伝
第
八
、

孝
女
知
恩
条
）

な
ど
と
記
述
し
て
あ
る
。
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史
苑

（第
四
三
巻
第

一
号
）

『
三
国
遺
事
』
巻
第

一
、

紀
異
第

一
、

奈
勿
王

・
金
堤
上
条
。

同
上
、

知
哲
老
王
条
。

『
日
本
書
記
』
巻
第

一
七
、

継
体
天
皇
二
三

（五
二
九
）
年
秋
八

月
条
。

（３５
）

同
上
。

（３６
）

『
三
国
史
記
』
巻
第
四
、

新
羅
本
紀
第
四
、

智
証
麻
立
十
四
年
条
。

（
３７
）

同
上
六
年
条
。

（３８
）

同
上

一
〇
年
条
。

（３９
）

同
上

一
三
年
条
。

（４０
）

同
上
、

法
興
王
七
年
条
。

（４‐
）

同
上

一
五
年
条
。

（４２
）

同
上

一
九
年
条
。

（
４３
）

同
上
二
三
年
条
。

（
４４
）

同
上
巻
第
四
〇
、

雑
志
第
九
、

職
官
下
、

武
官
条
。

（
４５
）

同
上
巻
第
四
、

新
羅
本
紀
第
四
、

真
果
王
六
年
条
。

（
４６
）

同
上
三
七
年
条
。

（
４７
）

同
上
巻
第
五
。

新
羅
本
紀
第
五
、

大
宗
武
烈
三
七
年
条
。

（
４８
）

同
上
巻
第
八
、

新
羅
本
紀
第
八
、

神
文
王
三
年
条
。

（
４９
）

同
上
巻
第
五
、

新
羅
本
紀
第
五
、

太
宗
武
烈
王
二
年
条
。

（
５０
）

同
上
巻
第
九
、

新
羅
本
紀
第
九
、

景
徳
王

一
四
年
条
。

（
５．
）

同
上
巻
第

一
〇
、

新
羅
本
紀
第

一
〇
、

憲
徳
王
九
年
条
。

（
５２
）

同
上
巻
第
五
、

新
羅
本
紀
第
五
、

太
宗
武
烈
王
二
年
条
。

（
５３
）

同
上
巻
第
八
、

新
羅
本
紀
第
八
、

孝
昭
王
五
年
条
。

（５４
）

同
上
巻
第

一
〇
、

新
羅
本
紀
第

一
〇
、

元
聖
王
六
年
条
。

（
５５
）

同
上
、
憲
徳
三
二
年
条
。

（
５６
）

同
上
巻
第
八
、

新
羅
本
紀
第
八
、

神
文
王
六
年
条
。

同
九

（九
三
五
）
年
冬
十
月
、

（新
羅
）
王
、

乃
使
侍
郎
金
封

休
重
書
降
於

（高
麗
）
大
祖
、

同
年
十

一
月
、

（高
一麗
）
太
祖
受

（新
羅
）
王
書
、

送
大
相
王

鉄
等
迎
之
、

な
ど
と
、

す
な
わ
ち
、

に
わ
か
に
姓
氏
を
冠
し
た
人
名
を
数
多
く
記

述
し
は
じ
め
た
。

ま
た
、

当
時
期
の
、

中
国

へ
の
遣
唐
使
に
つ
い
て
も
、

同
紀
は
、

景
明
王
七

（九
二
二
）
年
、

遣
倉
部
侍
郎
金
楽
、

録
事
参
軍
金

幼
卿
朝
後
唐
貢
方
物
、

同
八
年
、

遺
朝
散
大
夫
倉
部
侍
郎
金
岳
、

人
後
唐
朝
貢
、

第
五
五
代
景
哀
王
四

（九
二
七
）
年
二
月
、

遣
兵
部
侍
郎
張
芥

等
、

入
後
唐
朝
貢
、

唐
授
張
芥
検
校
工
郎
尚
書
、

副
使
兵
部

郎
中
朴
術
洪
兼
御
史
中
丞
、

判
官
倉
部
員
外
郎
李
忠
式
兼
御

史
、

同
年
夏
四
月
、

遣
使
林
彦
、

入
後
唐
朝
貢
、

敬
順
王
六

（九
三
二
）
年
春
正
月
、

遣
使
執
事
侍
郎
金
職
、

副

使
司
賓
卿
李
儒
、

入
後
唐
朝
貢
、

な
ど
と
、

す
べ
て
姓
氏
を
冠
し
て
記
述
し
た
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

ひ
と
た
び
高
一麗
朝
の
治
世
に
な
る
や
、

王
族
や
使
臣
・

留
学
生
と
し
て
中
国
と
往
来
し
た
人
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、

国
内
で

活
躍
し
た
臣
下
や
豪
族
た
ち
も
競

っ
て
作
姓
し
た
。

す
な
わ
ち
、

高

一麗
朝
建
国
の
功
巨
洪
儒
、

斐
玄
慶
、
申
崇
謙
、
卜
智
謙
な
ど
は
、

そ

朝
鮮
の
姓

（李
）

同
上
巻
第
九
、

新
羅
本
紀
第
九
、

恵
恭
五

一
〇
年
条
。

同
上
巻
第

一
〇
、

新
羅
本
紀
第

一
〇
、

憲
徳
王
七
年
条
。

同
上
巻
第
八
、

新
羅
本
紀
第
八
、

聖
徳
王
二
年
条
。

同
上
巻
第
九
、

新
羅
本
紀
第
九
、

孝
成
王
二
年
条
。

同
上
、

恵
恭
王
八
年
条
。

同
上
巻
第

一
〇
、

新
羅
本
紀

一
〇
、

憲
徳
王
元
年
条
ｐ

同
上

一
七
年
条
。

同
上
巻
第
四
六
、

列
伝
第
六
、

雀
致
遠
条
。

同
上
巻
第
四
四
、

列
伝
第
四
、

張
保
皐

・
鄭
年
条
。

２

さ
て
、

九

一
八

（景
明
王
二
）
年
に
高
一麗
の
太
祖
王
建
が
即
位
し

て
統
治
実
権
を
掌
握
し
、

そ
れ
に
と
も
な
う

（新
羅
）
王
権
の
弱
体

化
と
軌
を
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
、

三
国
史
記
新
羅
本
紀
は
、

第
五
四
代
景
明
正
三
年
、

以
上
大
等
金
成
為
角
食
、

醐
抑
太

（働
」

。
）
年
冬
十
月
、

王
遣
阿
食
金
律
求
援
於

（高

第
五
六
代
敬
順
王
二

（九
二
八
）
年
春
正
月
、

高
麗
将
金
相
与

草
八
城
賊
興
宗
戦
、

不
克
死
之
、

卸
年
秋
八
月
、

高
麗
太
祖
命
命
旨
城
将
軍
王
忠
率
兵
撃
、

走

之
、

同
三
年
秋
七
月
、

順
州
将
軍
元
逢
降
於
瓢
萱
、

れ
だ
れ

、
新
羅
時
代
の
、

洪
述
（術
）
、
白
玉
、

三
能
山
、

沙
貴
で
あ

っ
た
。
こ
の
中
央

・
地
方
の
豪
族
や
両
班
の
作
姓
は
、

第

十
一
代
文

宗

（
一
〇
四
七
十

一
〇
八
二
年
）
が
科
挙
の
応
試
者
に
姓
名
の
記
載

を
義
務
づ
け
、
さ
ら
に
第
二
四
代
元
宗

（
一
二
六
〇
十

一
二
七
四

年
）
が
科
挙
の
応
試
者
に
本
貫
も
含
め
て
四
代
祖
ま
で
の
姓
名
を
記

入
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
よ
り
盛
ん
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

高
麗
の
太
祖
は
、

そ
の
建
国
に
対
す
る
功
臣
を
中
心
に
賜

娃
も
盛
ん
に
行

っ
た
。

す
な
わ
ち
、

潟
州
将
軍
順
式
や
渤
海
太
子
大

光
顕
に
と
も
に
王
氏
を
、

新
羅
入
金
幸
に
は
そ
の
権
能
を
賞
し
て
権

氏
を
賜

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、

王
氏
は
高
麗
王
朝

の
宗
姓
で
あ
り
、

権
幸
は
安
東
権
氏
の
始
祖
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、

こ
の
権
幸
が
も
と
慶
州
金
氏
で
あ

っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

今
も

な
お
慶
州
金
氏
と
安
東
権
氏
と
は
同
族
と
さ
れ
て
互
い
に
通
婚
で
き

，な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
賜
姓
は
、

そ
の
末
期
ま
で
間
断
な
く
続

い
た
。

第

一
一
代
文
宗

（
一
〇
四
七
―

一
〇
八
二
年
）
代
に
は
東
女

真
の
帰
順
洲
都
領
古
刀
化

に
姓
名
孫
保
麺

を
、

第
二
五
代
忠
烈
王

（
一
二
七
五
十

一
三
〇
八
年
）
の
妃
斉
国
公
主
と
共
に
来
朝
し
た
蒙

百
人
勿
刺
夕
に
印
候
を
、
さ
ら
に
回
々
人
三
奇
に
は
張
舜
竜
を
そ
れ

ぞ
れ
賜

っ
た
。

ち
な
み
に
、
こ
の
印
候
は
延
安
印
氏
の
、

張
舜
亀
は

徳
永
張
氏
の
始
祖
で
あ
る
。

34 33 32

65 64 63 62 61 60 59 58 57
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こ
の
作
姓
や
賜
姓
と
と
も
に
、

高
一麗
初
期
か
ら
改
姓
も
に
わ
か
に

盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
ま
ず
、

高
一麗
の
大
祖
は
、

そ
の
建
国
当
初
に
木

州
人
た
ち
が
し
ば
し
ば
反
乱
を
繰
り
返
し
た
の
で
、

そ
の
邑
人
た
ち

の
子
、

尚
、

頓
、

張
な
ど
の
各
姓
氏
を
、

獣
畜
名
の
牛
、

象
、

豚
、

場

（療
Ｐ
）
な
ど
に
改
姓
さ
せ
た
。
こ
の
改
雄
は
、

た
と
え
獣
畜
名

で
あ

っ
た
と
は
い
え
、

姓
氏
を
押
し
つ
け
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
も
、

当
時
の
高
一麗
朝
の
姓
氏
制
が
ほ
ば
確
立
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、

頭
宗
時
代

に
は
、

荀
凝
の
姓
字
が
顕
宗

の
名

で
あ
る

「詢
」
と
発
音
が
同
じ
だ
と
い
う
理
由
で
、

そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
張

氏
に
、

忠
穆
王
時
代
に
は
、

礼
賓
卿
析
運
の
姓
字
が
忠
穆
王
の
名
と

同
じ
漢
文
字
で
あ
る
と
い
う
の
で
、

そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
母
方
の

権
氏
に
改
姓
さ
せ
、
ま
た
、

姓
が
父
系
血
統
標
識
と
さ
れ
た
に
も
拘

ら
ず
、

特
に
女
子
に
よ
る
母
姓
の
冒
姓
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。

王
妃

で
さ
え
、

第
四
代
光
宗

（九
五
〇
―
九
七
五
年
）
の
妃
大
穆
王
后
は

光
宗
の
異
腹

の
妹

で
あ

っ
た
の
で
母
姓
皇
甫
氏

に
、

第
八
代
顕
宗

（
一
〇

一
〇
―

一
〇
三

一
年
）
の
妃
元
貞
王
后
は
顕
宗
の
従
姪
女
（従

兄
弟
の
娘
）
で
あ

つ
た
の
で
母
姓
金
氏
に
、
さ
ら
に
第

一
一
代
文
宗

（
一
〇
四
七
十

一
〇
八
二
年
）
の
妃
仁
平
王
后
も
文
宗
の
異
腹
の
妹

で
あ

っ
た
の
で
母
姓
金
民
に
改
姓
し
た
の
で
あ

っ
た
。

重
麗
朝
は
、

仏
教
寺
院
に
勢
力
基
盤
を
お
く
官
人
専
制
国
家
で
あ

っ
た
が
、

建
国
後
僅
か

一
世
紀
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
、

す
で
に
私
兵
や

僧
兵
の
保
有
を
ゆ
る
し
て
絶
え
間
な
い
国
内
叛
乱
を
招
き
、

そ
の
間

隙
に
乗
じ
た
外
勢
の
侵
攻
ま
で
ゆ
る
す
よ
う
に
な

っ
た
。

当
然
の
こ

と
な
が
ら
、

公
田
制
は
素
乱
し
、

良

・
嬢
間
の
秩
序
は
混
乱
し
た
。

姓
氏
制
が
急
速
に
発
達
し
た
の
も
、
こ
の
高
麗
朝
の
歴
史
的
背
景
の
、

つ
ま
り
下
剋
上
の
世
相
と
ま

っ
た
く
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
い

や
、

新
興
亘
麗
王
朝
が
こ
の
姓
氏
制
を
民
衆
掌
握
の
手
管
と
し
利
用

し
た
と
さ
え
疑
え
る
で
は
な
い
か
。

漢
文
字
で
中
国
式
に
表
記
さ
れ

た
姓
氏
は
、

新
羅
の
王
室
や
貴
族
の
使
用
し
は
じ
め
た
特
権
支
配
階

級
の
尊
称
な
の
だ
。

実
際
に
、

高
麗
史
の
記
述
に
は
、

そ
の
列
伝
に
も
、

国
人
の
人
名

に
関
す
る
限
り
、

謀
叛
人
で
さ
え
、
こ
の
漢
文
字
で
中
国
式
に
表
記

し
た
姓
氏
を
冠
し
な
い
も
の
が
見
あ
た
ら
な
い
。

後
年
、

李
氏
朝
鮮
時
代
の
碩
学

・
李
重
燦

（
一
六
九
〇
年
十
？
）

がか
、

自
新
羅
末
通
中
国
、

而
始
制
姓
氏
、

然
只
仕
宦
士
族
略
有
之
、

厳
蹴
脚
】

敵
賄
鞠
が
姪
塩

麗
混
三
韓
、

而
始
倣
中
国
氏
族
領
始

―
―
新
羅
の
末
期
に
中
国
と
通
ず
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
は
じ

め
て
姓
氏
制
を
制
定
す
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
し
か
し
仕
宦
や

士
族
だ
け
が
姓
を
も
ち
、　

一
般
の
庶
民
は
す
べ
て
姓
が
な
か

っ

た
。

高
麗
が
三
国
を
統

一
す
る
よ
う
に
な

っ
て
は
じ
め
て
中
国

の
氏
族
制
を
模
倣
し
て
姓
を
八
路

（全
国
）
に
頒
け
て
か
ら
、

人
び
と
は
す
べ
て
姓
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
―
―

と
記
述
し
た
の
は
、
あ
る
側
面
の
正
鵠
を
射
た
よ
う
で
あ
る
的
し
か

し
、

実
際
に
は
、

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

新
羅
時
代
の
仕
臣
や

士
族
た
ち
が
姓
氏
を
使
用
し
た
と
い
う
確
か
な
史
実
も
な
け
れ
ば
、

高
麗
朝
が
法
令
な
ど
を
も

っ
て
，姓
氏
を
全
国
に
頒
け
た
と
い
う
史
料

も
な
い
。

た
だ
、

高
麗
の
初
期
に
は
名
だ
け
で
あ

っ
た
碑
陰
の
題
名

も
間
も
な
く
姓
氏
を
と
も
に
記
すヽ
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
だ
け
は
事
実

の
よ
う
だ
。

李
氏
朝
鮮

（
一
三
九
二
十

一
九

一
〇
年
）
は
、

抑
佛
揚
儒
を
国
是

と
し
、

そ
れ
も
高
麗
末
期
に
伝
来
し
た
朱
子
学
を
封
建
統
治
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
採
用
し
、

そ
の
理
念
に
基
づ
き
、

国
初
か
ら
大
明
律

を
該
用
し
て
前
朝
以
来
の
異
姓
不
養
制
の
強
制
を
さ
ら
に
強
化
し
、

従
来
に
は
仏
教
寺
院
が
司

っ
て
い
た
喪
祭
の
儀
式
を

一
四
二
〇

（第

四
代
世
宗
二
）
年
に
「文
公
家
礼
」
に
依
拠
さ
せ
、

や
が
て

一
六
六
九

（第

一
八
代
顕
宗

一
〇
）
年
に
は
同
姓
不
婚
制
を
も
導
入
し
た
が
、

こ
れ
よ
り
さ
き

一
四
八
五

（第
九
代
成
宗

一
六
）
年
か
ら
施
行
し
た

「
経
国
大
典
」
礼
典

・
戸
口
式
条
に
は
、

戸
業
部
某
坊
第
裟
里

（外
則
称
某
面
某
里
）
住
、

某
職
姓
名
年

甲
本
貫
四
祖
、

妻
某
氏
年
甲
本
買
四
祖
、

―
―
何
部
何
坊
第
何
里
盆
地
方
で
あ
れ
ば
、

何
面
何
里
）
に
住
み
、

自
己
の
官
職
名

・
姓
名

，
生
年

・
本
貫

・
四
祖
名
、

妻
の
姓

・

生
年

・
本
貫

・
四
祖
名
―
―

朝
鮮
の
姓

（李
）

を
記
す
よ
う
に
規
定
し
て
あ

っ
た
。
こ
の
自
己
や
妻
の
姓
や
本
買
ま

で
記
述
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
こ
と
が
、

現
在
の
、

姓
氏
制
の
定

着
を
ま
す
ま
す
輩
固
な
も
の
に
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
李
氏
朝
鮮
に
な

っ
て
か
ら
も
、

賜
姓
は
も
と
よ
り
、

冒
姓
が
よ
り
盛
ん
に
横
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、

そ
の
具
体
例

を
こ
こ
で
例
示
す
る
必
要
す
ら
な
い
だ
ろ
う
。

試
み
に
、

現
在
の
朝

鮮
人
と
対
す
る
と
き
に
、

そ
の
姓
を
よ
く
分
か
ら
な
け
れ
ば
、

金
か

李
と
想
定
し
て
指
称
す
る
だ
け
で
、

そ
の
的
中
率
は
実
に
そ
れ
ぞ
れ

二
〇
％
前
後

に
逮
す
る
。

現
代
の
朝
鮮
に
三
〇
〇
種
近

い
姓
が
あ

り
、

金
氏
は
五
〇
〇
種
、

李
氏
は
四
七
〇
種
に
の
ぼ
る
本
質
を
そ
れ

ぞ
れ
姓
に
冠
し
て
血
族
識
別
の
標
識
に
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ

る
が
、

そ
の
う
ち
の
慶
州
金
氏
と
金
海
金
氏
な
ら
び
に
全
州
李
氏
が

圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

慶
州
金
氏
と
金
海
金
氏

は
新
羅
王
室
や
篤
洛
王
室
の
後
喬
と
さ
れ
、

全
州
李
氏
は
朝
鮮
王
室

の
血
族
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、

姓
や
本
貫
を
冒
し
、

名
族
を
僣
称
し
た
事
例
の
多
か
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
か
つ
て
、
茶
山

・
丁
若
鋳

（
一
七
六
二
十

一
八
一壬
ハ
年
）

ぶ″
、

余
在
西
邑
、

見
凡
持
族
譜
来
訴
者
、

十
無

一
真
、

と
、

つ
ま
り
、

族
譜

（同
族
系
譜
）
の
信
憑
性
を
疑

っ
た
の
も
理
由

の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

李
氏
朝
鮮
が
、

い
わ
ゆ
る
同
姓
同
本
者
で

ぁ
り
、

あ
る
い
は
同
祖
の
末
裔
と
さ
れ
る
者
同
志
を
血
族

（同
宗
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者
）
だ
な
ど
と
決
め
て
か
か
り
、

そ
れ
を
家
族
秩
序
の
準
則
に
し
て

同
姓
不
婚
制
や
異
姓
不
養
制
を
強
要
す
る
根
拠
に
し
た
こ
と
自
体
に
、

す
で
に
無
理
が
あ

っ
た
よ
う
だ
。

日
本
の
植
民
地
統
治
時
代
に
も
、

朝
鮮

二
於
テ
ハ
人

ハ
皆
姓
フ
有

ス
　
而
シ
テ
各
人
ノ
姓

ハ
共
父

ノ
姓

二
依
リ
テ
定

マ
リ
身
分
又

ハ
戸
籍

二
変
更
ア
ル
モ
之
ヲ
改

ム
ル
コ
ト
ナ
シ
　
故

二
男
系
ノ
血
族

ハ
皆
同
姓
ヲ
称

ス

（但
シ

延
安
ノ
車
氏
、

文
化
ノ
柳
氏

二
於
ケ
ル
如
ク
賜
姓

二
因
り
他
姓

ヲ
称
ス
ル
特
例
ナ
キ

ニ
非
ス
）
　

然
ン
ト
モ
同
姓
ヲ
称

ス
ル
者

悉
ク
男
系
ノ
血
族
ナ
リ
ト
謂
フ
ヨ
ト
フ
得
ス
　
血
族

二
非
ス
シ

テ
同
姓
ヲ
称

ス
ル
者
極
メ
テ
多
シ
　
例

ヘ
ハ
楊
州
ノ
趙
氏
卜
平

壌
ノ
赴
氏
ト
ハ
血
族

二
非
サ
ル
モ
同
シ
ク
趙
姓
フ
称

ス
ル
ノ
類

ナ
リ
　
是
ヲ
以
テ
姓
ノ
外
別

二
本
貫
フ
呼
ヒ
同
姓
間

二
於
ケ
ル

男
系
ノ
血
族
卜
否
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
フ
区
別
ス
　
即
チ
本
貫

ハ
祖

先
ノ
郷
貫

ニ
シ
テ
男
系
ノ
血
族

二
非
サ
ル
同
姓

ハ
必
ス
本
賢
フ

異

ニ
ス
ル
ヨ
リ
之
ヲ
以

テ
区
別

ノ
標
準
ト
シ
タ
ル
ニ
外

ナ
ラ

ス
、

と
解
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
日
本
は
、

そ
の
紀
元
二
、

六
〇
〇
年

の
紀
元
節

に
あ
た

る
と
さ
れ
た
、

植
民
地
統
治
時
代
末
期

の

一
九
四
〇

（昭
和

一
五
）

年
二
月

一
一
日
か
ら
施
行
し
た
朝
鮮
民
事
令

の
第
三
次
改
正
に
よ

っ

て
、

こ
の
朝
鮮
人

の
姓

の
抹
殺
を
企
図
し
て
日
本
人
と
同
じ
氏
の
創

設
を
強
制
し
た
が
、

そ
の
実
効
を
あ
げ
な
い
ま
ま
敗
退
し
た
。

こ
の
日
本

の
暴
挙

の
結
果
は
、

北
朝
鮮

で
は
、　

一
九
四
五
年
八
月

一
五
日
の
解
放
後
間
も
な
い
、

同
年

一
一
月

一
六
日
の
北
朝
鮮
五
道

府
級
局
司
法
局
布
告
第
二
号

に
よ

っ
て

「
固
有

の
民
情

に
符
合
し
な

い
」
と
い
う
理
由
で
す

で
に
排
除
さ
れ
、

南
朝
鮮

で
は

一
九
四
六
年

一
〇
月
二
三
日
の
米
軍
政
法
令

「
朝
鮮
姓
名
復
旧
令
」
に
よ

っ
て
、

そ
の
創
初
日
に
遡

っ
て
無
効

で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
。

註（
１
）

同
上
巻
第

一
二
、

新
羅
本
紀
第

一
二
、
景
明
王
三
年
条
。

（
２
）

同
上
四
年
条
。

（
３
）

同
上
、

敬
順
王
二
年
条
。

（
４
）

同
上
。

（
５
）

同
上
三
年
条
。

（
６
）

同
上
九
年
冬

一
〇
月
条
。

（
７
）

同
上

一
一
月
条
。

（
８
）

同
上
、

景
明
王
七
年
条
。

（
９
）

同
上
八
年
条
。

（
１０
）

同
上
、

景
哀
王
四
年
二
月
条
。

（
１１
）

同
上
夏
四
月
条
。

（
‐２
）

同
上
、

敬
順
王
六
年
春
正
月
条
。

（
‐３
）

『
高
一麗
史
』
世
家
巻
第

一
、

太
祖

一
条
。

（・４
）

『
三
国
史
記
』
巻
第

一
二
、

新
羅
本
紀
第

一
二
、

景
明
王
六

（九

二
三
）
年
条
、

な
ら
び
に
同
上
巻
第
五
〇
、

列
伝
第

一
〇
、
弓
蕎
条
。

（・５
）

『
高
麗
史
』
志
巻
第
二
七
、

選
挙

一
、

科
目

一
、

文
宗
九
年

一
〇

月
条
。

同
上
志
巻
第
二
七
、

選
挙
こ
、

科
目
二
、

元
宗

一
四
年

一
〇
月
条
。

『
三
国
史
記
』
巻
第

一
二
、

新
羅
本
紀
第

一
二
、

景
明
王
六
年
条
、

な
ら
び
に

『
高
麗
史
』
世
家
巻
第
二
、

太
祖

一
七
年
秋
七
月
条
。

『
増
補
文
献
備
考
』
巻
第
六
四
、

市
系
考
七
、

六
美
。

拙
著

『朝
鮮
婚
姻
法
』
舎
不
文
舘
書
店
、　

一
九
六
六
年
）
五
五

頁
の
注

（
８
）

参
照
。

『
高
一踏
史
』
世
家
巻
第
九
、

文
宗
二
七

（
一
〇
七
三
）
年
二
月
条
。

同
上
列
伝
巻
第
二
六
、
甲
候
条
、

他
。

『新
増
東
国
輿
地
勝
覧
千
巷
之

一
六
、

木
川
県
条
、

六
葉
。

『
増
補
文
献
備
考
』
巻
四
六
、

市
系
考
七
、

七
業
以
下
。

『
高
一盤
史
』
列
伝
巻
第

一
、

后
妃

一
、

光
宗
大
穆
王
后
皇
甫
氏
条
。

同
上
、

題
宗
元
貞
王
后
金
氏
条
。

同
上
、

文
宗
仁
平
王
后
金
氏
条
。

李
重
燦

『
択
里
志
』
、

総
論
条
。

金
斗
憲

『
朝
鮮
家
族
制
度
研
究
』
（
ソ
ウ
ル
、　

一
九
四
九
年
）
六

三
頁
　
参
照
。

（
２９
）

今
西
竜

「
檀
君
考
」
翁
青
郵
説
叢
』
巻

一
、

京
城
、　

一
九
二
九
年

所
収
）
、
の
ち
同
著

『
朝
鮮
古
代
史
の
研
究
』
（国
書
刊
行
会
、

一
九
七

〇
年
）
八
三
頁
　
参
照
。

（
３０
）

『
世
宗
実
録
』
巻

一
〇
、　

一
五
葉
、

二
年

一
一
月
庚
午
条
。

（
３‐
）

『
顕
宗
実
録
』
巻

一
六
、

三
葉
、　

一
〇
年
正
月
戊
威
条
。

（
３２
）

学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
版

『
経
国
大
典
』
全

九
七

一
年
）

三
二
七
頁
参
照
。

前
掲

「
朝
鮮
の

『
同
姓
不
婚
』
制
」

一
九

一
頁
。

丁
若
鋳

『牧
民
心
書
』
巻
八
、

兵
典
第

一
、

笙
丁
条
。

朝
鮮
の
姓

（李
）

（３５
）

朝
鮮
総
督
府
刊

『
慣
習
調
査
報
告
書
』
全

九

一
〇
年
）
二
九
〇

頁
、

設
問
第

一
一
九

「
戸
主
及
家
族

ハ
同

一
ノ
氏
ヲ
称
ス
ル
カ
ー
ー

例

ヘ
ハ
妻

ハ
生
家
ノ
氏
ヲ
称
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
カ
　
其
他
他
家
ヨ
リ
入

リ
タ
ル
者

ハ
旧
家
ノ
氏
フ
称
ス
ル
カ
如
キ
慣
習
ナ
キ
カ
ー
ー
」
に
対

す
る
報
告
。

（
３６
）

朝
鮮
人
に
対
す
る
、　

一
九
四
〇
年
の
、
日
本
の
創
氏
強
制
に
つ
い

て
は
、

拙
稿

「
朝
鮮
女
性
の
五
〇
年
　
上
」
翁
思
想
』
第
五
三
七
号
、

一
九
六
九
年
　
所
収
）
八
九
頁
　
参
照
。

（
３７
）

拙
稿

「
戦
後
朝
鮮
に
お
け
る
法
規
範

の
変
遷
　
一言

翁
朝
鮮
研

究
』
第
七
七
号
、　

一
九
六
八
年
　
所
収
）
二
五
頁
　
参
照
。

（
３８
）

〇
【０
す
い
，
ｏ
ｏ
　
Ｚ
ｐ
　
岸や
や
“　
Ｆ
田
＞
じ
０
こ
＞
刃
弓
口
刃
∽
　
Ｃ
Ｚ
】月
田
∪

∽
『
＞
↓
田
∽
　
＞
刃
呂
く
　
巧
〇
刃
●
口
∽
　
ＨＺ
　
【
〇
刃
問
＞

二
、

現
実

１
、

大
韓
民
国

ω
　
婚
婚
と
姓

・
本

現
行
韓
国
民
法

（
一
九
六
〇
年

一
月

一
日
施
行
）
に
は
、

同
姓
同
本
の
血
族
の
間
で
は
嬉
姻
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

男
系
血
族
の
配
偶
者
、

夫
の
血
族
お
よ
び
そ
の
他
八
寸
以
内
の

姻
族
で
あ
る
か
、
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
姻
族
で
あ

っ
た
者
の
間

で
は
婚
姻
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（八
①
九
条
）、

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
韓
国
民
法
上
の

「
同
姓
婚
等
の
禁
止
」
条

28 27 26 25 24 23 22 21 20    19 18    17 1634 33
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史
苑

（第
四
三
巻
第

一
口こ

項
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
解
釈
主
張
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
が
、
し
か
し
、

そ

の
第

一
項
は
際
限
な
く
同
姓
同
本
者

で
あ

る
血
族
者
間

の
通
婚
を
す

ベ
イ
．禁

止
し
、

第
二
項

は
、

男
系
血
族

の
配
偶
者
や

（前
）
夫
の
血
族
と
の
、

つ
ま
り
、

男
は
自
分
と
同
姓

同
本
の
血
族
の
男
性
の
妻
で
あ
ら

た
女
性
と
の
、

女
性
は
自
分
と
同

姓
同
本
の
血
族
の
女
性
の
夫
で
あ

っ
た
男
性
や
前
夫
と
同
姓
同
本
の

血
族
の
男
性
お
よ
び
前
夫
の
母
と
同
姓
同
本
の
血
族
男
性
と
の
、
さ

ら
に
男
女
と
も
に
八
寸

（親
等
↓

に
わ
た
る
姻
戚
や
姻
戚
で
あ

っ
た

者
と
の
、

通
婚
を
す
ベ
イ
、禁
止
す

る

こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
同
姓
不
婚
制
や
同
雄
不
要
制
と
称

さ
れ
る
、

中
国
古
来

の
、

儒
教
教
理
上
の
道
徳
的
理
想
主
義
に
基
づ
く
婚
姻
障
害
条
項
で

あ
る
。

も
と
よ
り
、

韓
国
で
は
、

男
女
と
も
に
婚
姻
に
よ
っ
て
姓

・
本
が

変
わ
る
こ
と
が
な
い
。

韓
国
民
法
が
、

（妻
は
夫
の
家
に
入
籍
す
る
）
、

但
し
、

妻
が
親
家
の
戸
主
又
は
戸
主
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、

夫
が
妻
の
家
に
入
籍
す
る
こ
と
が
で
き
る

（八
二
六
条
）
、

と
、

さ
ら
に
、

女
婿
に
す
る
た
め
に
養
子
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

こ
の
場
合
に
は
、

女
婿
で
あ
る
養
子
は
養
親
の
家
に
入
籍
す
る

（
八
七
六
条
）
、

と
も
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
、

い
ず
れ
の
場
合
も
、

男
女
の
、

従
来

許
容
し
て
い
る
。

し
か
し
、

韓
国
民
法
は
、
こ
の
父
姓
追
従
の
原
則
に
反
す
る
例
外

規
定
も
設
け
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

（妻
が
親
家
の
戸
主
又
は
戸
主
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、

夫
が

妻
の
家
に
入
籍
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
、

前
項
但
書
の
場
合
、

夫
婦
間
の
子
は
、

母
の
姓
に
従
い
、

母
の

家
に
入
籍
す
る

（
八
二
六
条
）
、

と
い
う
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
条
項
は
、

入
夫
婚
姻
の
場
合
の
、

そ
の
夫
婦
間
の
子
女
に
母
の
姓

。
本
を
継
が

せ
て
母
の
家
に
入
籍
さ
せ
、

そ
の
親
家
の
戸
主
相
続
権
や
財
産
相
続

権
を
与
え
る
た
め
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

熔
養
子
の

場
合
に
も
、

そ
の
夫
婦
間
の
出
生
子
女
に
対
し
て
、
こ
の
入
夫
婚
姻

の
場
合
の
出
生
子
女
の
姓

・
本
に
関
す
る
効
果
規
定
が
援
用
さ
れ
る

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
韓
国
民
法
上
の
入
夫
婚
姻
制
度
や
婿
養

子
制
度
は
、
日
本
の
明
治
民
法
上
の
そ
れ
ら
を
移
植
し
た
も
の
で
は

な
い
。

す
な
わ
ち
、

明
治
民
法
上
の
入
夫
婚
姻
制
度
や
婿
養
子
制
度

で
は
、

入
夫
や
婿
養
子
が
婦
家
や
養
家
に
入
籍
す
る
と
同
時
に
そ
れ

ら
の
氏
を
用
い
る

（七
四
六
条
）
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
家
督
相

続
権
の
取
得
に
対
し
て
も
な
ん
ら
制
限
し
な
い

（七
二
七
、

七
三
六

（
７
）

条
）
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

韓
国
民
法
で
は
、

入
夫
や
婿

養
子
は
、
と
も
に
従
来
の

（実
家
の
）
姓

・
本
を
使
用
す
る
だ
け
で

朝
鮮
の
姓

（李
）

か
ら
の
自
己
の
姓

・
本
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

の
　
親
子
と
姓

，
本

韓
国
民
法
は
、

子
は
、

父
の
姓
と
本
を
継
い
で
、

父
の
家
に
入
籍
す
る

（七
八

一
条
）
、

と
規
定
し
て
、

従
来
か
ら
の
父
系
血
統
主
義
に
基
づ
く
、

い
わ
ゆ
る

父
姓
追
従
の
原
則
を
踏
襲
し
て
い
る
。

も
と
よ
り
、

韓
国
民
法
が
、

父
性

（く
単
ｏ
のヽ身
虫
じ

確

認

の
得

ら
れ
な
い
場
合
を
予
測
し
て
、

す
な
わ
ち
、

父
の
知
れ
な
い
子
は
、

母
の
姓
と
本
を
継
い
で
、

母
の
家
に
入

籍
す
る

（同
上
）
、

と
規
定
し
、
さ
ら
に
、

父
母
双
方
の
確
認
が
不
可
能
な
場
合
を
想
定

し
て
、父

母
の
知
れ
な
い
子
は
、

法
院
の
許
可
を
得
て
、

姓
と
本
を
創

設
し
て

一
家
を
創
立
す
る

（同
上
）
、

と
規
定
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

続
け
て
、

但
し
、

姓
と
本
を
創
設
し
た
後
、

父
又
は
母
が

（判

っ
た
）
と

き
に
は
、

父
又
は
母
の
姓
と
本
を
継
ぐ

（同
上
）
、

と
、

つ
ま
り
、

い
か
な
る
場
合
に
も
父
姓
追
従
の
原
則
を
優
先
さ
せ
、

そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
に
は
じ
め
て
副
次
的
に
母
姓
追
従
を
許
し
、

そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
と
も
に
不
可
能
な
場
合
に
は
他
姓
の
創
設
も

な
く
、

婦
家
や
養
家
と
同
姓
同
本
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
戸
主
相
続
人

に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
。

た
だ
、

そ
れ
ら
の
夫
婦
間
の
子
女

は
母
の
姓

・
本
を
継
い
で
戸
主
相
続
人
に
も
な
れ
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、

韓
国
民
法
が
同
姓
不
婚
制
を
墨
守
し
て
い
る
以
上
、

入
夫
や
婿
養
子
が
そ
の
妻
と
同
姓
同
本
で
あ
る
こ
と
は
理
論
上
で
は

あ
り
得
な
い
か
ら
、

彼
ら
が
婦
家
や
養
家
の
戸
主
相
続
人
に
な
る
こ

と
も
常
に
不
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。

０
　
相
続
と
姓

・
本

韓
国
民
法
上
の
相
続
は
戸
主
相
続
と
財
産
相
続
と
に
分
か
れ
て
い

る

（九
八
①
十

一
〇
五
九
条
）
。

そ
の
韓
国
民
法
に
よ
れ
ば
、

戸
主
は
、

家
族
に
対
す
る
、

居
所
指

定
権
を
も
ち

（七
九
八
条
）
、

扶
養
義
務
を
負
い

（七
九
七
条
）
、

強

制
分
家
権
お
よ
び
入
籍
同
意
権
を
も
ち

（七
八
九
、

七
八
四
―
五

条
）
、
ま
た
、

家
族
の
、

禁
治
産
や
限
定
禁
治
産
の
宣
告
請
求
権
な

ら
び
に
そ
の
取
消
請
求
権
を
も
ち

（九
―

一
四
条
）
、

後
見
人
に
な

る
資
格
を
も
ち

（九
三
二
―
四
条
）
、

親
族
会
の
召
集
権
を
も
ち

（

九
六
六
条
）
、

そ
の
親
族
会
に
お
け
る
意
見
開
陳
権
を
も
ち

（九
六

六
条
）
、
さ
ら
に
、

法
院
に
対
す
る
親
族
会
員
の
解
任
な
ら
び
に
増

員
請
求
権
を
も
ち

（九
七

一
条
）
、

親
族
会
の
決
議
に
対
す
る
異
議

中
立
訴
訟
提
起
権
を
も
ち

（九
七
二
条
）
、

親
族
会
の
決
議
に
代
わ

る
裁
判
請
求
権

（九
六
九
条
）
な
ど
の
、

そ
の
家
族
に
対
す
る
間
接
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史
苑

（第
四
三
巻
第
二
号
）

的
権
利
ま
で
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
も
、

島
国
民
法
に
よ
れ
ば
、
こ
２
戸
主
の
地
位
維
持
の
た
め

の
特
権
と
し
て
、

戸
主
で
あ
る
養
子
に
罷
養
さ
れ
な
い
地
位
を
与
え

（
八
九
八
条
）
、

常
に
所
属
不
分
明
な
家
族
財
産
を
戸
主
の
所
有
物
と

認
定
す
る

（七
九
六
条
）
ば
か
り
で
な
く
、

戸
主
相
続
人
に
は
、

回

有

の
相
続
分
の
五
割
が
加
算
さ
れ

（
一
〇
〇
九
条
）
、　

一
町
歩
以
内

の
禁
養
林
野
と
六
〇
〇
坪
以
内
の
墓
土

（位
土
）
で
あ
る
農
地
な
ら

び
に
族
譜
や
祭
具
な
ど
の
所
有
権
も
継
承
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
て
い

とつ
。と

こ
ろ
で
、
こ
の
韓
国
民
法
が
実
施
さ
れ
る
直
前
の
、

つ
ま
り

一

九
五
九
年
当
時
の
韓
国
は
い
ま
だ
に
農
業
生
産
が
産
業
構
造
上
の
主

位
を
占
め
、

そ
の
農
家

の
経
営
規
模
は
、

三
反
歩

（九
Ｏ
①
坪
）
以

下
の
小
農
が
全
農
家
戸
数
の

一
九
％
を
占
め
、

五
反
歩
以
下
の
、

い

わ
ゆ
る
小
農
が
四
二
％
に
達

し
、

中
農

と

い
え
る
は
ず

の

一
町
歩

（三
〇
〇
〇
坪
）
か
ら
二
町
歩
以
下
の
耕
作
者

は
僅

か
に
二

一
％
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、

そ
の
当
時
の
韓
国
農
村
は
各
戸
当
た
り
の

家
族
数
が
六
人
強
で
、

そ
の

一
人
当
た
り
の
平
均
耕
地
面
積
は

一
・

四
反
歩
強
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
、

そ
れ
は
ま
す
ま
す

「
零
細
化
現
象

（
山
〉

を
塁
し
て
い
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、

そ
の
民
法
上
の
戸
主

相
続
人
に
よ
る
二
反
歩
近
い
農
地
の
優
先
相
続
規
定
は
、

い
っ
た
い

ど
ん
な
理
由
に
依
拠
し
、
ど
ん
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
予
測
し

た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、

韓
国
民
法
は
、

養
子
で
あ

っ
て
、

養
父
と
同
姓
同
本
で
な
い
者
は
、

養
家
の
戸

主
相
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
八
七
七
条
）
、

と
規
定
し
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
異
姓
養
子
に
対
す
る

養
家
の
戸
主
相
続
禁
止
条
項
は
、

従
来
か
ら
の
儒
教
教
理
に
基
づ
く

家
産
思
想
の
残
津
で
あ
る
が
、

養
子
制
度
そ
の
も
の
が
、

養
家
本
住

か
ら
養
親
本
位

へ
、
さ
ら
に
近
代
市
民
法
思
想
に
基
づ
く
養
子
本
位

時
代

へ
と
変
遷
し
て
来
た
歴
史
的
事
実
を
想
起
す
る
と
き
、
明
ら
か

に

「
時
代
遅
れ
」
の
訪
り
を
免
れ
ま
い
。

確
か
に
、

異
姓
養
子
の
姓
を
養
親
の
姓
に
追
従
さ
せ
る
べ
き
だ
と

い
う
見
解
が

一
部
に
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

韓
国
民

法
が
、
よ
り
適
切
な
近
親
婚
禁
止
条
項
を
設
け
、

近
代
市
民
法
思
想

に
適
合
し
た
養
子
制
度
を
確
立
し
な
い
限
り
、

仮
り
に
入
夫
や
養
子

の
姓
を
婦
家
や
養
家
の
そ
れ
に
従
わ
せ
た
と
し
て
も
、

そ
の
外
見
は

と
も
か
く
、

顕
著
な
実
質
的
効
果
は
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

現

に
、

韓
国
民
法
に
よ
れ
ば
、

入
夫
や
婿
養
子
の
場
合
も
含
め
て
夫
婦

は
常
に
同
姓
同
本
で
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、

男
系
血
族
外
の
、

一祖
母
、

母
、

あ
る
い
は
妻
な
ど
と
は
常
に
同
姓
同
本
で
な
い
は
ず
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
家
族
が
同
籍
し
て
い
る
と
想
定
す
れ
ば
、

同

一
戸

籍
内
に
は
、

少
な
く
と
も
二
姓
や
三
姓
が
入
籍
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
し
た
が

っ
て
、

養
親
子
が
同
姓
同
本
で
あ
る
べ
き
顕
著
な
理
由

もヽ
な
い
で
あ
ろ
う
。

２
、

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

さ
て
、

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

（北
朝
鮮
）
に
お
け
る
、

現

行
の
も

っ
と
も
基
本
的
な
家
族
法
文
献
は

「
北
朝
鮮
の
男
女
平
等
権

に
関
す
る
法
令
」
（以
下
―
―
男
女
平
等
権
法
令
、　

一
九
四
六
年
七

月
三
〇
日
施
行
）
で
あ
る
が
、

同
法
今
は
、

解
放
直
後
に
公
布
さ
れ
、

そ
の
内
容
も
前
文
と
法
条
文
九
個
条
か
ら
な
り
、
し
た
が

っ
て
原
則

的
な
規
範
だ
け
を
規
定
し
て
あ
る
。

そ
し
て
、

北
朝
鮮
で
は
、

急
を

要
す
る

紛
育
に
つ
い
て
、

そ
の
都
度
個
別
的
法
文
献
を
も

っ
て
補
足

し
て
来
た
。

そ
の
北
朝
鮮
に
は
、

近
親
婚
禁
止
条
項
や
、

夫
婦
の
姓
に
関
す
る

明
文
規
定
は
い
ま
だ
に
な
い
の
が
現
実
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
前
者

は
し
ば
ら
く
お
き
、

後
者
の
場
合
は
、

従
来
の
、

父
親
の
姓
に
し
た

が
う
こ
と
に
よ

っ
て

一
定
の
血
縁
的
連
係
を
表
示
し
、

そ
の
変
更
を

許
容
し
な
か
っ
た
事
実
、

つ
ま
り
夫
婦
は
結
婚
後
も
各
自
の
本
来
の

姓
を
使

胡
す
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
た
か
ら
だ
と
理
解
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

北
朝
鮮
で
は
、

父
親
の
姓
に
基
づ

い
て
子
女
の
姓
が
決
定
さ
れ

（父
系
優
先
血
統
主
義
）
、

父
親
が
不

分
明
な
場
合
に
限
り
副
次
的
に
母
親
の
姓
に
し
た
が
い
、

そ
の
姓
は

変
更
を
許
さ
な
か
っ
た

（姓
不
変
の
原
則
）
、

従
来

の
伝
統

を
踏
襲

朝
鮮
の
姓

（李
）

し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、

副
次
的
に
母
親
の
姓
に
し
た
が

っ
た
子
女

紗
批
も
、

父
親
が
確
定
す
れ
ば
、

そ
れ
に
し
た
が

っ
て
変
更
さ
れ

スつ
。し

か
し
、

現
行
の

「
公
民
の
身
分
登
録
に
関
す

る
規
定
」

（以
下

―
―
身
分
登
録
規
定
、　

一
九
五
五
年
三
月
五
国
　
内
閣
決
定
）
に
は
、

公
民
の
姓
名
の
変
更
を
想
定
し
て
、

そ
の
手
続
き
方
法
を
定
め
て
い

玄只

一
五
条

一
八
条
ヽ
そ
の
規
定
中
の
、名

に
関
す
る
部
分
は
し
ば
ら

く
お
き
、

姓
の
変
更
は
、
日
本
帝
国
主
義
統
治
下
の
革
命
的
活
動
と

関
連
し
て
、

あ
る
い
は
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、

本
来
の
自
己
の
姓

と
は
異
な
る
姓
を
使
用
し
て
い
る
者
が
、

従
来
の
自
己
の
姓
些
戻
り

た
い
と
い
う
場
合
に
主
と
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
、

そ
の
未
成
年
子
女

の
姓
も
、

父
親

（あ
る
い
は
母

親
）
の
そ
れ
に
し
た
が

っ
て
変
更
さ
れ
る

（
一
八
条
）
。

ま
た
、

北
朝
鮮
で
は
、

戦
災
孤
児
救
済
の
必
要
性
も
あ

っ
て
、

他

姓
か
ら
の
立
養

（養
子
縁
組
）
も
奨
励
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

そ

の
立
養

は
、

未
成
者

（
一
八
歳
）
に
限
り
、

養
親
と
な

る
者
の
申

請
に
基
づ
い
て
、

養
子
と
な
る
子
女
の
居
住
地
所
轄
人
民
委
員
会
が

決
定
す
る

（「
立
養
の
設
定
に
関
し
て
」
―
十

一
九
四
九
年

一
二
月

三

一
国
　
内
閣
指
示
―
―
第

一
項
、

な
ら
び
に
身
分
登
録
規
定

一
四

条
）
が
、

そ
の
決
定
さ
れ
た
立
養
は
、

養
子
と
な
る
子
女
の
父
母
の

居
住
地
所
轄
の
身
分
登
録
機
関
に
登
録
さ
れ
る
と
同
時
に
、

立
養
証

書
が
交
付
さ
れ
、
出
生
証
も
交
換
交
付
さ
れ
る

（身
分
登
録
規
定

一
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史
苑

（第
四
三
巻
第

一
号
）

二
条
）
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
新
し
く
交
換
交
付

さ
れ
る
出
生
証
に
は
、

養
父
母
の
姓
名
が

（実
）
父
母
の
欄
に
そ
れ

ぞ
れ
記
載
さ
れ
、

彼
ら
が
養
父
母
で
あ
る
事
実
を
こ
と
さ
ら
明
か
さ

な
い
か
ら
、

そ
れ
だ
け
で
は
い
も
は
や
そ
の
子
が
養
子
で
あ
る
こ
と

が
ま

っ
た
く
分
か
ら
な
く
な
る
。

さ
ら
に
、

北
朝
鮮
で
は
、

夫
の
反
国
家
的
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
夫

婦
生
活
を
継
続
で
き
な
い
か
ら
離
婚
し
た
妻
が
子
女
を
引
き
と

っ
て

養
育
し
て
い
る
場
合
、

そ
の
母
親
の
姓
に
し
た
が

っ
て
子
女
の
姓
を

変
更
す
る
こ
と
も
、

現
行
規
定
上
の
姓
名
の
変
更
手
続
に
よ
っ
て
積

極
的
解
決
が
で
き
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
身

分
登
録
規
定

（
一
九
五
五
年
）
が
制
定
さ
れ
た
、
当
時
期
の
、

北
朝

鮮
の
刑
法

（
一
九
五
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、

そ
の
反
国
家
的
犯
罪
行
為

と
は
、
「祖
国
に
対
す
る
反
逆
、

す
な
わ
ち
間
諜
行
為
、

軍
事
的

・

国
家
的
秘
密
の
伝
達
、

敵
の
側

（韓
国
―
―
筆
者
）
に
逃
げ
る
か
、

あ
る
い
は
外
国
に
脱
走
す
る
な
ど
、

祖
国
の
国
家
独
立
を
侵
害
し
た

り
、

祖
国
の
軍
事
的
威
力
と
領
主
不
可
侵
に
損
害
を
与
え
る
行
為
」

（六
八
条
）
を
指
し
、

そ
れ
ら
に
対
し
て
は
、
ま
ず
死
刑
お
よ
び
全

財
産
の
没
収
刑
を
も
っ
イ
】臨
ん
で
い
る

（同
上
）
。

そ
の
北
朝
鮮
で
は
、　

一
九
四
九
年
三
月

一
国
以
来
、
そ
の
是
非
は

と
も
か
く
、

朝
鮮
の
歴
代
王
朝
が
な
が
い
期
間
に
わ
た
っ
て
使
用
し

て
来
た
、

漢
文
字
の
使
用
を
廃
止
し
て
、

姓
名
も
す
べ
て
ハ
ン
グ
ル

（大
い
な
る
文
字
、

朝
鮮
文
字
）
で
書
か
せ
て
い
る
。

私
事
で
恐
縮
に
思
う
が
、

私
に
は
、

先
年
の
ヨ
ー
ロ
パ
滞
在
中
か

ら
の
親
し
い
友
人
の
な
か
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
ベ
ト
ナ
ム
あ
た
り

か
ら
渡
欧
し
た
中
国
系
留
学
生
も
数
人
い
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

彼
ら
は
、
中
国
姓
を
名
乗

っ
て

て
Ｆ
ｏ
汀
只
陳
）
と
か
、
工
ｑ
ヽ
パ
ｏ

（郭
）
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、

彼
ら
の
な
か
に
自
分

の
姓
を
漢
文
字
で
正
し
く
書
け
る
者
は
た
だ
の

一
人
も
い
な
か
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
オ
ラ
ン
ダ
が

「
関
領
東
イ
ン
ド

統
治
法
」
（Ｆ
ａ
一沼
ゴ
①

坪
尉
汁の「縄
①
】ォ”
じ

を
持
ち
込
ん
だ
の
は

一

八
四
八
年
の
こ
と
で
あ
り
、

ベ
ト
ナ
ム
に
フ
ラ
ン
ス
が
武
器
を
つ
き

つ
け
て
上
陸
し
た
の
は

一
八
五
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

彼
ら
の
数
代
前
の
祖
先
あ
た
り
は
、
中
国
本
土
内
に
居
住
し
て
い
た

か
、
た
と
え
居
住
し
て
い
な
く
て
も
中
国
文
化
の
影
響
下
で
生
活
し

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
が
、

僅
か

一
世
紀
間
に
、

そ
の
子
孫
が

自
己
の
漢
字
姓
を
す
ら
書
け
な
い
の
だ
。

現
に
、

北
朝
鮮
か
ら
日
本
に
来
る
私
信
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
双

方
の
居
所
や
姓
名
は
代
筆
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。

特
殊
な
教
育

を
受
け
た
者
以
外
に
は
漢
字
を
習
得
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、

そ
の
代
筆
者
も
し
だ
い
に
い
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

註（１
）

李
熙
鳳

「新
民
法
身
分
法
中
の
解
釈
上
の
問
題
点
」
翁
考
試
界
』

一
九
六
〇
年
六
月
号
、
ソ
ウ
ル
　
所
収
）
五
二
頁
、
な
ら
び
に
、

郊

光
鉱

『韓
国
家
族
法
研
究
』
（ソ
ウ
ル
、　

一
九
六
三
年
）

一
四
二
頁

参
照
。

（２
）

前
掲

「
朝
鮮
の

『
同
姓
不
婚
』
制
」

一
八
八
頁
　
参
照
。

（３
）

陳
顧
遠

『
中
国
婚
姻
法
史
』
公
口
北
、　

一
九
六
三
年
）

二
一
頁
以

下
　
参
照
．

（４
）

金
容
漢

『
全
訂
版
　
親
族
相
続
法
論
』
（
ソ
ウ
ル
、　

一
九
七
九
年
）

九
七
頁
以
下
　
他
参
照
。

（５
）

韓
国
民
法
第
七
八

一
条
の
父
系
優
先
血
統
主
義
に
基
づ
く
子
の
姓

・
本

（
に
関
す
る
）
規
定
、

な
ら
び
に
、

同
第
八
七
七
条
の
異
姓
養

子
に
対
す
る
養
家
の
戸
主
相
続
奈
止
規
定
　
参
照
。

（６
）

前
掲

『
全
訂
版
　
親
族
相
続
法
論
』
二
一
〇
頁
　
参
照
。

（７
）

末
弘
厳
太
郎
、

戒
能
通
孝
改
訂

『
民
法
講
話
　
下
巻
』
（岩
波
書

店
、　

一
九
五
四
年
）
二
八

一
頁
　
参
照
。

（８
）

韓
国
に
お
け
る

一
九
五
九
年
の
産
業
別
国
民
所
得
総
額
中

の
、

「農
業

・
林
業

・
水
産
業
」
の
二
五

・
七
％
に
対
し
て
、

第

二
位
の

「卸
売

・
小
売
業
」
が

一
五

，
一
一％
、

第
二
位

の

「
製
造
業
」
が

一

一
・
七

・
％
で
あ

っ
た

⌒一大
韓
民
国
内
務
部
刊

『
第
七
回
　
大
韓
民

国
統
計
年
鑑
』
、　

一
九
六
⑤
一年
、

六
五
頁
）
。

（９
）

同
上
　
七

一
頁
　
参
照
。

（１０
）

同
上

「
５２
　
耕
地
規
模
別
農
家
数
」
（八

一
頁
）
に
よ
り
算
出
。

（１１
）

同
上
　
七

一
頁
。

（‐２
）

我
妻
栄

『親
族
法
只
有
斐
閣
、

一
九
六

一
年
）
二
五
四
頁
　
参
照
。

（・３
）

権
逸

『
韓
園
親
族
相
続
法
』
（
弘
文
堂
、　

一
九
六

一
年
）

一
二
四

頁
。

（
・４
）

前
掲

『
全
訂
版
　
親
族
相
続
法
』
九
八
頁
　
参
照
。

（‐５
）

北
朝
鮮
に
お
け
る
家
族
法
文
件
補
足
状
況
理
解
の
た
め
に
は
、

拙

稿

「
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
お
よ
び
ペ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
の

朝
鮮
の
姓

（李
）

家
族
法
に
つ
い
て
―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
最
近
の
研
究
紹
介
を
か
ね

て
―
」
（早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所

『
比
較
法
学
』
第
九
巻
第
二

号
、　

一
九
七
四
年
　
所
収
）
が
役
た
つ
で
あ
ろ
う
。

（・６
）

黒
木
二
郎

・
李
丙
泳
共
編
訳

「
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
家

族
法
」
（同
上
　
第

一
一
巻
第

一
号
、　

一
九
七
六
年
）

一
四
五
頁

参
照
。

（・７
）

ブ

・
イ
ル
ホ

『朝
鮮
家
族
法
』
父

ヨ
ン
ヤ
ン
、　

一
九
五
八
年
↓
　
一

〇
六
頁
　
参
照
。

（・８
）

同
上
　
一
六

一
頁
以
下
　
参
照
。

（・９
）

同
上
　
一
〇
七
頁
　
参
照
。

（２０
）

北
朝
鮮
で
は
、

そ
の
初
期
の
成
年
年
齢

「
満

二
〇
歳
」
全

九
四

八
年
の
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
憲
法
第

一
一
条
）
を

一
九
五
六

年

一
一
月
五
日
の
最
高
人
民
会
議
第

一
二
回
会
議
に
お
い
て

「
満

一

八
歳
」
に
改
め
、

現
行
の
、　

一
九
七
二
年
の
社
会
主
義
憲
法
も
そ
れ

を
踏
襲
し
て
い
る

（五
二
条
）
。

（２．
）

前
掲

『
朝
鮮
家
族
法
』

一
六
二
頁
、

な
ら
び
に
、
同

「
朝
鮮
民
主

義
人
民
共
和
国
の
家
族
法
」

一
四
七
頁
　
参
照
。

（２２
）

北
朝
鮮
に
お
け
る
ハ
ン
グ
ル
専
用
政
策
の
遂
行
過
程
考
察
の
た
め

に
は
、

李
内
泳

・
朴
鋒
暑
稿

「
北
朝
鮮
の
言
語
政
策
」
（日
本
大
学

国
際
関
係
研
究
所

『
国
際
関
係
研
究
』
第
三
号
、　

一
九
八
二
年
　
所

収
）
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

む
す

び

以
上
み
て
来
た
よ
う
に
、

朝
鮮

の
姓
が
、

現
在

の
よ
う
に
漢
文
字

一- 20 -―
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史
苑

（第
四
三
巻
第

一
号
）

で
中
国
式
に
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、

新
羅
に
関
す
る
限

り
、

い
く
ら
早
く
実
現
し
た
と
し
て
も
六
世
紀
中
葉
以
降
の
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、

新
羅
で
は
、

姓
を
王
室
や
貴
族
層
が
独
占
的
に
使

用
し
た
が
た
め
に
、　

一
般
官
員
や
民
衆
に
は
普
及
し
な
か
っ
た
。

ま
た
、

そ
の
導
入
期
か
ら
著
姓
偏
重
の
傾
向
が
甚
だ
し
く
、

姓
に

そ
れ
ぞ
れ
の
始
祖
や
中
祖
の
発
祥
地
名
を
、

つ
ま
り
本
貫

（郷
貫

・

籍
貿

・
族
貫

・
卿

・
籍

・
本
）
を
冠
し
な
け
れ
ば
、

族
（彦０

の

同
異
を
判
別
で
き
な
か
っ
た
ｏ

そ
の
朝
鮮
の
姓
は
、　

一
〇
世
紀
初
頭
の
高
麗
の
大
祖
王
建
の
即
位

に
よ

っ
て
急
速
に
全
国
に
ひ
ろ
ま
り
は
じ
め
、
さ
ら
に
、

李
氏
朝
鮮

（
一
三
九
三
年
―

）
が
、

法
制
度
上
に
お
い
て
、

戸
口
式

（戸
籍
簿

の
書
式
）
に
そ
の
記
載
を
義
務
づ
け
、

そ
れ
を
基
準
に
し
て
、

異
姓

養
子
を
禁
止
し
、

同
姓
不
婚
制
を
標
傍
し
た
が
た
め
に
、

全
国
民
に

定
着
し
た
。

し
か
し
、
日
本
は
、

朝
鮮
人
民
が
十
数
世
紀
間
に
わ
た

っ
て
使
用

し
て
来
た
、
こ
の
姓
を
日
本
式
氏
に
改
変
さ
せ
る
た
め
に
、　

一
九
四

〇
年
以
来
、

い
わ
ゆ
る

「
創
氏
」
制
度
を
強
制
し
て
来
た
が
、

そ
の

実
効
を
あ
げ
な
い
ま
ま
敗
退
し
た
。

現
行
の
韓
国
民
法
は
、

父
系
優
先
血
統
主
義
を
堅
持
し
て

（七
八

一
条
）
、

養
親
と
同
姓
同
本
で
な
い
養
子
の
養
家
戸
主
相
続
を
禁
じ

（八
七
七
条
）
、

同
姓
同
本
者
間
の
通
婚
を
禁
止
し
て
い
る

（八
〇
九

条
）
が
、
し
か
し
、

入
夫
や
婿
養
子
の
婦
家
や
養
家

へ
の
入
籍
を
許

し

（八
二
六
、

八
七
六
条
）
、
こ
の
場
合
の
夫
婦

間

の
子
女
の
母
姓

追
従
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

ま
た
、

北
朝
鮮
に
お
い
て
も
、

原
則
的

に
は
父
系
優
先
血
統
主
義
を
と

っ
て
い
る
が
、

同
姓
不
婚
制
や
異
姓

不
養
制
を
強
制
す
る
ど
こ
ろ
か
、

逆
に
父
親
の
反
国
家
的
犯
罪
行
為

に
基
づ
く
子
女
の
改
姓
を
許
し
、

立
養

（養
子
縁
組
）
時
の
養
子
に

な
る
子
女
の
姓
を
改
定
さ
せ
、
さ
ら
に
、　

一
九
四
九
年
以
来
、

漢
文

字
の
使
用
を
廃
止
し
て
姓
も

ハ
ン
グ
ル
で
表
記
さ
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

特
別
の
例
外
は
あ

っ
て
も
、

か
つ
て
は
父
系
血
統
主
義

や
不
変
の
原
則
が
買
か
れ
て
い
た
は
ず
の
、

朝
鮮
の
姓
も
、

実
質
的

に
は
全
体
的
に
い
ま
だ
微

々
た
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
原
則
が

し
だ
い
に
崩
れ
は
じ
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、

朝
鮮
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
、
ア
ジ
ア
の
各
民
族
に
伝
播
し

た
漢
代
姓
制
の
発
祥
地
で
あ
る
中
国
に
お
い
て
も
、

か
つ
て
は
父
姓

追
従
や
姓
不
変
の
原
則
が
固
く
守
ら
れ
て
来
た
が
、
し
か
し
、

現
行

の
中
華
人
民
共
和
国
婚
姻
法

（
一
九
八

一
年

一
月

一
日
　
施
行
）
は
、

「
夫
婦
双
方
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
姓
を
使
用
す

る
権
利
」
を
も
つ
と

し
な
が
ら
も

（
一
〇
条
）
、

「
子
女
は
、

父
の
姓
を
称
す
る
こ
と
が
で

き
、

母
の
姓
を
称
す
る
こ
と
も
で
き
る
」
全

六
条
）
と
、

つ
ま
り
、

夫
婦
は
互
い
に
自
己
の
姓
を
使
用
す
る
権
利
を
も
つ
が
、

そ
の
子
女

は
父
母
の
ど
ち
ら
の
姓
を
使
用
す
る
こ
と
も
自
由
と
さ
れ
、
ま
た
、

中
華
民
国

（台
湾
）
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
す
、

結
婚
し
た
女
性
が

夫
の
姓
に
自
己
の

（実
家
の
）
姓
を
並
記
で
き
る
よ
う
法
条
項
に
規

定
し
た
国
家
が
多
く
な

っ
た
。

お
そ
ら
く
、

歴
史
時
代
の
発
展
に
と
も
な
い
、

朝
鮮
の
、

同
姓
同

本
者
や
同
祖
の
末
裔
と
さ
れ
る
者
同
志
を
血
族
だ
な
ど
と
断
定
し
て
、

養
子
縁
組
の
成
立
要
件
に
し

（
果
姓
不
養
制
）
、

婚
姻
を
禁

じ

た
習

俗

（同
姓
不
婚
制
）
も
、

そ
の
法
条
項
上
だ
け
で
は
な
く
、

や
が
て

人
民
の
意
識
か
ら
も
し
だ
い
に
一消
え
失
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

註（１
）

朝
鮮
の
漢
文
字
姓
字
に
も
同
音
果
姓
例
が
実
に
多
い

（前
掲

「北

朝
鮮
の
言
語
政
策
」
五
一
頁
の
注

（７
）
参
照
）
。

（２
）

例
え
ば
、
中
華
民
国
民
法
親
属
篇

（
一
九
三
〇
年
）
第

一
〇
〇
〇

条

、

な

ら

び

に

、

Ｆ
い
，

命

ヨ

命
汀

工

刃
８

吾

卓
ヨ
感

ｏ
８

ｏ
時

】ヨ

Ｆ
３
雪

α
ｑ

巧
い
ヨ
ま
ｐ

Ｆ
・Φ】待
】汗
占
】
Ｂ
８
ｔ
石
川
利
夫

・
李
内

添
訳

「
ド
イ
ツ
家
族
法
」
（日
本
大
学
法
学
会

『
日
本
法
学
』
第
二

五
巻
第
二
号
、　

一
九
七
〇
年
　
所
収
）
な
ど
　
参
照
。

（腎
太
大
学
教
授

・
立
教
大
学
史
学
会
会
員
）

朝
鮮
の
姓

（李
）
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